
f
w久
局
、
。
ル

第
六
十
二
巻

第

競

清
末
の
的
学
堂
奨
廟
に
つ
い
て

|
|
近
代
皐
制
導
入
期
に
お
け
る
科
皐
と
息
子
堂
の
あ
い
だ
|
|

早

は

じ

め

に

第
一
章
科
奉
の
廃
止
と
拳
堂
奨
勘
の
導
入

第
二
章
拳
堂
奨
励
の
賓
施
状
況

第
三
章
奨
励
政
策
の
動
揺

(
一
)
朝
廷
内
の
改
革
論

(
二
)
数
育
界
の
奨
励
批
剣

お

わ

り

に

lま

め

じ

清
朝
末
期
、
封
外
的
な
危
機
に
迫
ら
れ
て
行
わ
れ
た
戊
成
費
法
や
光
緒
新
政
と
い
っ
た
圏
政
改
革
に
お
い

407 

数
育
を
に
な
う
近
代
的
な
曲
学
校
(
祭
堂
)
制
度
の
整
備
が
最
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
遇
り

の
改
廃
と
、

平
成
十
五
年
十
二
月
護
行

) 11 

敦

-1  

て
、
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
科
奉

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
開
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し
て
は
す
で
に
相
嘗
量
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
奉
龍
制
か
ら
近
代
撃
制
へ
の
移
行
が
近
代
中
国
枇
舎
に
た
い
し
て

い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
意
識
し
た
研
究
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

近
代
に
先
立
つ
明
清
時
代
に
お
い
て
、
科
奉
は
軍
な
る
官
吏
の
選
抜
試
験
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

八
股
文
や
詩
賦
と
い
っ
た
古
典
の
知
識

を
問
う
試
験
を
通
じ
て
思
想

・
文
拳
の
在
り
方
が
大
き
く
規
定
さ
れ
、

か
た
や
受
験
者
た
ち
は
織
烈
な
競
争
を
経
て
進
士
や
参
入
と
い

っ
た
科

奉
資
格
を
獲
得
す
る
こ
と
で
枇
A

図
的
威
信
や
財
産
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
嘗
該
時
期
に
お
け
る
政
治

・
文
化

・
枇
曾
を
包
撮
し
た
巨

大
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
科
拳
の
持
つ
多
様
な
側
面
は
、
近
年
公
刊
さ
れ
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン

・
エ
ル
マ
ン
(
切

2
3
5
巴
E
ロ
)

(
j
)
 

氏
の
大
著
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
光
緒
三

一
(一

九
O
五
)
年
に
お
け
る
科
奉
の
廃
止
と
近
代
肇

制
の
導
入
は
、
清
末
以
降
の
近
代
中
園
枇
舎
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
輿
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

エ
ル
マ
ン
氏
自
身
、
科
奉
制
度
は

「
そ
の
永
綴
性
と
饗
化
を
通
し
て
政
治
、
枇
舎
、
そ
し
て
知
の
要
請
に
謄
え
て
き
た
」
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
廃
止
は
帝
政
中
園
最
後
の
支
配

(2
)
 

者
や
改
革
娠
の
紳
士
た
ち
が
珠
期
し
な
か
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
近
年
の
中
園
に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
も
、
科
奉
駿

(
3
)
 

止
に
件
、
つ
傍
統
的
秩
序
の
崩
壊
が
近
代
中
国
社
舎
の
混
乱
を
招
い
た
と
す
る
議
論
が
現
れ
て
い
る
。
だ
が
、
科
翠
が
有
し
て
い
た
意
義
を
近
代

- 2 ー

枇
舎
に
お
い
て
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
重
黙
を
置
く
上
記
の
諸
研
究
は
、
光
緒
新
政
期
に
お
け
る
敬
育
制
度
の
縛
換
は
科
翠
鐙
制
と
近
代
撃
制

と
の
単
純
な
交
替
劇
で
は
な
い
と
い
う
貼
に
さ
ほ
ど
注
意
を
梯
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ラ
ン
ケ

(さ

orsm

聞
け
円

E
Z
)
氏
が
つ
と
に
論
じ
た
よ
う
に
、
新
し
い
皐
堂
が
養
成
し
た
人
材
に
官
吏
登
用
の
遁
を
聞
く
と
い
う
形
で
推
進
さ
れ
た
戊
成
壁
法
以
来

の
科
奉
改
廃
の
試
み
は
い
わ
ば
科
奉
と
撃
堂
の
統
合
過
程
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
光
緒
二
九
年

一
一
月

(
一
九
O
四
年
一
月
)
の

「奏
定
的
晶
子
堂
章

程
」
に
お
い
て
、
製
品五
卒
業
生
に
進
士
や
器
人
と
い
っ
た
科
奉
合
格
者
と
同
じ
資
格
を
授
奥
す
る
と
と
も
に
官
吏
へ
の
登
用
を
保
障
す
る

「皐

(
4
)
 

堂
奨
励
」
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
で
賓
現
し
た
。
つ
ま
り
、
科
翠
の
試
験
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
科
奉
は
近
代
挙
制
の
な
か
に
い
わ
ば
埋
め
込
ま

れ
た
形
で
存
績
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
向
学
堂
奨
剛
制
度
は
賓
際
に
科
奉
の
代
替
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
挙
堂
奨
勘
は
そ
の
貰
態
が
ほ
と
ん
ど
明
ら



か
に
さ
れ
て
こ
な
い
ま
ま
、
特
に
敬
育
史
研
究
の
立
場
か
ら
挙
校
制
度
の
「
近
代
化
」
を
阻
害
す
る
要
因
で
あ
る
と
し
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て

き
た
。
例
え
ば
阿
部
洋
氏
は
、
撃
堂
奨
励
に
よ
る
「
皐
堂
の
科
翠
化
」
は
地
主
屠
H
官
紳
屠
が
近
代
撃
校
数
育
を
受
け
入
れ
る
基
盤
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
た
も
の
の
、
逆
に
い
わ
ゆ
る
「
昇
官
費
財
」
と
は
無
関
係
な

一
般
の
貧
し
い
農
民
を
撃
校
数
育
か
ら
疎
外
し
、
園
民
救
育
普
及

(6
)
 

を
妨
げ
る
要
因
と
な
っ
た
、
と
い
っ
た
許
債
を
下
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
朝
廷
内
部
や
教
育
界
に
お
け
る
新

政
期
以
降
の
撃
堂
奨
働
批
判
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
官
僚
や
数
育
界
を
捨
っ
た
人
々
が
阿
部
氏
の
い
う
「
地
主
層

の 11

か官
と紳
い屠
つ」
疑な
問の
がで
生あ
じる
るか
。 ら

近
作← ーーー、

正警
t? .皐
二の

t ft 
雲5
皇室
官、 x

故り

塁手
般ゐ
r_ ノ、三

分き
析彼
し ら
たが
閥な
暁ぜ
紅そ
氏れ
やへ

塵り

義封
氏を
が展

開
撃し
堂な
奨け
駒れ
にば
つな
いら
てな
もか
上つ
奏た

文
や
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
史
料
を
用
い
て
制
度
の
概
要
や
改
革
論
議
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
爾
氏
の
研
究
も
奨
聞
に
釘
す
る
批
判
が
起
こ
っ
た

背
景
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

一
方
で
エ
ル
マ
ン
氏
は
、
撃
堂
奨
励
に
も
関
連
す
る
科
奉
慶
止
後
の
拳
堂
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
験
制
度

-3-

に
も
鰯
れ
、
撃
生
の
撃
力
を
測
る
こ
れ
ら
の
試
験
は
、
挙
堂
の
設
立
を
は
じ
め
と
す
る
紳
士
主
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
数
育
活
動
の
進
展
に
伴

っ
て
敬
育
を
め
ぐ
る
権
力
構
造
の
重
心
が
王
朝
園
家
か
ら
地
方
紳
士
た
ち
の
側
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
て
の
科
奉
ほ
ど
の
数
果
を
拳

(8
)
 

げ
え
な
か
っ
た
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
躍
は
二

O
世
紀
初
頭
に
お
け
る
数
育
制
度
の
存
在
形
態
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
論
貼
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
明
清
時
代
の
科
拳
龍
制
の
も
と
で
も
土
子
の
数
育
機
能
そ
の
も
の
は
書
院
・
義
撃
・
私
塾
な
ど
の
民
聞
の
施
設
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
紳
士
が
新
し
い
撃
堂
敬
育
を
捲

っ
た
こ
と
が
、
科
奉
あ
る
い
は
そ
れ
を
繕
承
し
た
撃
堂
奨
勘
の
崩
壊
を
直
ち

に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
開
明
的
な
地
方
紳
士
に
よ
る
拳
堂
経
昔
と
科
奉
龍
制
か
ら
の
脱
却
と
の
関
連
は
、
彼
ら
の
数
育
観
の
蟹
容
に
ま

で
立
ち
入

っ
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
科
奉
廃
止
前
後
に
お
け
る
拳
堂
奨
励
の
導
入
と
施
行
、
そ
し
て
そ
れ
が
朝
廷

内
部
や
敬
育
界
で
批
判
さ
れ
る
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
王
朝
園
家
と
地
方
枇
舎
を
結
ん
で
い
た
科
拳
韓
制
下
の
数
育
構
造
を
繁
容
さ
せ

409 

た
要
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
第
一
章
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ケ
氏
が
提
示
し
た
「
科
奉
と
皐
堂
の
統
合
」
と
い
う
概
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念
に
依
嫁
し
つ
つ
、
間
晶
子
堂
奨
励
の
制
定
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
張
之
洞
の
施
策
の
意
固
と
、
新
政
の
初
期
に
お
け
る
紳
士
の

「息
子
堂
の
科

参
化
」
に
釣
す
る
認
識
に
つ
い
て
遮
べ
る
。
つ
い
で
第
二
章
で

『
撃
部
官
報
』
な
ど
の
閥
連
史
料
を
用
い
て
奨
勘
制
度
が
責
際
に
ど
の
程
度
ま

で
機
能
し
て
い
た
の
か
を
検
誼
し
、
第
三
章
で
は
皐
堂
奨
励
を
め
ぐ
る
朝
廷
内
部
及
び
紳
士
た
ち
に
よ
る
議
論
を
整
理
し
た
う
え
で
「
撃
堂
の

(9
)
 

科
奉
化
」
が
最
終
的
に
否
定
さ
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
。

第

一
章

科
奉
の
廃
止
と
皐
堂
奨
闘
の
導
入

一
九
世
紀
後
字
の
い
わ
ゆ
る
洋
務
運
動
期
か
ら
、
西
洋
の
言
語

・
科
撃
技
術
及
び
軍
事
撃
を
数
授
す
る
事
堂
が
い
く
つ
か
設
置
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
教
育
機
関
で
ま
な
ん
だ
撃
生
た
ち
の
立
身
は
、
科
暴
出
身
者
の
よ
う
な
制
度
的
保
障
に
恵
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
皐
堂
の
卒
業
生

に
科
翠
合
格
者
に
相
賞
す
る
立
身
の
機
曾
を
全
面
的
に
奥
え
よ
う
と
す
る
動
き
は
戊
成
嬰
法
の
時
に
始
ま
る
。
梁
啓
超
は
「
愛
法
遁
議
」
に
お

い
て
、
「
撃
校
」
(
科
奉
値
制
下
の
そ
れ
で
は
な
く
、
新
式
の
拳
堂
を
指
す
)
を
興
し
人
材
を
養
成
し
て
中
国
を
強
固
と
す
る
た
め
に
は
、
科
奉
を
改

- 4 

草
す
る
の
が
第
一
義
で
あ
る
と
述
べ
、
科
奉
改
革
の
方
策
を
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「科
奉
を
撃
校
に
合
わ
せ
」
、
小
島
ナ

堂
卒
業
生
に
生
員
、
大
撃
入
筆
者
に
奉
人
、
大
事
卒
業
生
に
進
士
の
資
格
を
輿
え
て
官
吏
登
用
の
遁
を
開
く
の
が
「
上
策
」
で
、
明
算
・
明
字

(語
皐
)
・
技
婆
と
い
っ
た
洋
務
に
関
わ
る
科
目
を
従
来
の
科
奉
と
は
別
に
設
置
す
る
の
が
「
中
策
」
、
従
来
の
科
奉
の
試
験
内
容
そ
の
も
の
を

改
良
す
る
の
が
「
下
策
」
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
戊
成
蟹
法
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
科
奉
改
革
の
方
向
性
は
、
八
股
文
を
策
論
に
代
え
た
改

(
日
)

良
型
の
科
奉
で
も
っ
て
的
晶
子
堂
の
筆
生
を
選
抜
す
る
と
い
う
、
梁
啓
超
の
分
類
に
従
え
ば
「
下
策
」
に
、近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

梁
啓
超
の
い
う
「
上
策
」
が
賓
行
さ
れ
る
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
義
和
国
事
件
直
後
の
光
緒
二
七
(
一
九
O
二
年
に
湖
贋
線
督
の

張
之
洞
と
雨
江
総
督
の
劉
坤

一
が
新
政
の
具
慢
的
内
容
を
提
案
し
た
い
わ
ゆ
る
「
江
楚
曾
奏
」
で
あ
る
。
こ
の
曾
奏
は
同
年
五
月
か
ら
六
月
に

か
け
て
前
後
三
回
に
分
け
て
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
最
初
の

「壁
遇
政
治
人
才
矯
先
遵
旨
韓
議
摺
」
に
お
い
て
科
奉
の
段
階
的
廃
止
と
近
代

的
な
向
学
校
数
育
鰻
系
の
全
面
的
導
入
が
提
言
さ
れ
、
皐
堂
卒
業
生
に
釘
す
る
出
身
の
授
奥
に
つ
い
て
も
極
め
て
具
種
的
な
言
及
が
な
さ
れ
た
。



す
な
わ
ち
高
等
小
拳
堂
卒
業
生
を
附
生
、
中
島
ナ
堂
卒
業
生
を
厚
生
、
高
等
撃
堂
卒
業
生
を
優
貫
生
と
し
、
優
貢
生
の
う
ち
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者

を
奉
人
と
し
て
京
師
大
挙
堂
に
入
撃
さ
せ
、
卒
業
後
に
進
士
と
な
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
出
身
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の

撃
堂
を
卒
業
し
た
後
に
行
わ
れ
る
地
方
官
や
撃
政
、
あ
る
い
は
欽
抵
さ
れ
た
主
考
官
・
大
臣
に
よ
る
試
験
の
合
格
者
に
輿
え
ら
れ
、
科
奉
が
廃

止
さ
れ
事
堂
の
挙
生
数
が
増
加
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
人
数
に
か
か
わ
ら
ず
試
験
の
黙
数
を
出
身
授
輿
の
基
準
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
拳
校

数
育
の
各
段
階
に
お
け
る
出
身
の
授
奥
、
及
び
拳
堂
の
数
員
以
外
の
官
吏
に
よ
る
試
験
の
賞
施
と
い
う
こ
の
形
式
は
、

程
」
の
制
定
に
よ
っ
て
賓
施
さ
れ
た
拳
堂
奨
蹴
の
原
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

の
ち
に
「
奏
定
曲
学
堂
章

し
か
し
、
同
年
一

O
月
に
中
央
の
政
務
慮
と
穫
部
が
定
め
た
「
皐
堂
選
奉
鼓
勘
章
程
」
は
、
各
省
に
設
置
さ
れ
る
大
挙
堂
か
ら
挙
生
を
選
抜

し
て
奉
人

・
貢
生
と
し
、
さ
ら
に
特
涼
し
た
大
臣
に
よ
る
試
験
に
よ
っ
て
参
入
の
う
ち
か
ら
進
士
を
選
抜
し
官
吏
に
登
用
す
る
と
い
う
、
張
之

(
日
)

洞
・
劉
坤
一
に
よ
る
提
案
と
は
大
幅
に
異
な
る
形
式
を
採
用
し
た
。
も
っ
と
も
、
科
奉
が
い
ま
だ
に
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
拭
況
下
に
あ
っ
て
は
、

(M
)
 

長
期
に
わ
た
る
拳
堂
で
の
敬
育
を
修
了
し
た
の
ち
に
初
め
て
出
身
を
授
興
す
る
と
い
う
政
務
鹿
・
櫨
部
の
政
策
は
賓
致
性
が
期
待
で
き
な
い
。

そ
こ
で
光
緒
二
八
(
一
九
O
二
)
年
七
月
に
管
皐
大
臣
張
百
照
の
手
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
欽
定
撃
堂
章
程
」
で
は
、
小
撃
堂
よ
り
京
師
大

5一

向
晶
子
堂
に
至
る
各
段
階
で
試
験
の
う
え
出
身
を
授
輿
す
る
形
式
が
再
び
採
用
さ
れ
る
一
方
で
、
挙
堂
島
T

生
が
科
奉
に
感
じ
る
際
に
は
一
部
の
試
験

の
受
験
を
克
除
し
、
修
挙
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
措
置
が
取
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
規
定
は
拳
堂
の
拳
生
に
科
岡
本
受
験
の
優
遇
策
と
し
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
結
局
張
百
照

・
条
慶
に
加
え
て
張
之
洞
が
制
定
に
参
董
し
、
光
緒
二
九
年
一
一
月
一
一
六
日
(
一
九
O
四
年
一
月
二
二

日
)
に
頒
布
さ
れ
た
「
奏
定
拳
堂
章
程
」
で
は
、
同
章
程
の
線
論
部
分
に
あ
た
る

「純
子
務
綱
要
」
に
お
い
て
拳
堂
畢
生
が
科
奉
の
あ
ら
ゆ
る
試

験
に
麿
じ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
光
緒
ご
二
(
一
九
O
五
)
年
八
月
四
日
、
張
之
洞

・
蒙
世
凱
ら
有
力
督
撫
の
連
名
に
な
る

科
翠
廃
止
の
奏
請
に
腰
、ず
る
形
で
、
翌
年
の
丙
午
科
か
ら
郷
曾
試

・
歳
科
試
を
停
止
す
る
上
論
が
下
さ
れ
、
「
奏
定
拳
堂
章
程
」
で
新
た
に
定

め
ら
れ
た
撃
堂
奨
勘
が
科
奉
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

411 

「
奏
定
率
堂
章
程
」
で
規
定
さ
れ
た
向
学
堂
奨
働
は
、
高
等
小
附
晶
子
堂
か
ら
大
挙
堂
に
至
る
各
段
階
の
撃
堂
を
卒
業
す
る
ご
と
に
試
験
を
賓
施
し
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た
う
え
で
科
翠
資
格
相
嘗
の
出
身
を
授
興
す
る
と
い
う
「
江
楚
舎
奏
」
で
の
構
想
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
ず
卒
業
試
験
に
つ
い
て
は
、

(
ゆ
)

各
邸
玄旦
の
章
穏
と
は
別
に
編
纂
さ
れ
た
「
奏
定
各
事
堂
考
試
章
程
」
に
か
な
り
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。
同
章
程
に
よ
れ
ば
、
州

・
燃
の
高
等
小

内
晶
子
堂
や
道
・
府
の
中
間
学
堂
・
初
級
師
範
皐
堂

・
中
等
賓
業
向
晶
子
堂
な
ど
で
は
、
所
轄
の
地
方
官
が
卒
業
試
験
を
主
宰
す
る
。
ま
た
、
各
省
の
高
等

撃
堂
及
び
京
師
大
泉
堂
(
預
備
科
と
分
科
大
学
か
ら
な
る
)
で
は
、
中
央
か
ら
臨
時
に
汲
遣
さ
れ
た
試
験
官
が
督
撫
祭
政
な
い
し
撃
務
大
臣
と
曾

向
し
て
試
験
を
賓
施
す
る
。
奨
聞
は
こ
の
卒
業
試
験
と
在
皐
期
間
中
の
成
績
を
線
合
し
た
成
績
が
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
高
等
小
山
学
堂

・

中町民
子
堂
卒
業
生
の
場
合
は
、
卒
業
試
験
の
成
績
良
好
な
者
が
上
級
挙
堂
に
迭
ら
れ
、
日
目
干
政
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
正
式
な
進
撃
試
験

(
高
等
皐
堂

で
は
督
撫
も
舎
同
)
に
合
格
し
て
初
め
て
奨
励
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
卒
業
試
験
の
形
式
は
、
大
向
学
堂

・
高
等
拳
堂
で
は
科
撃
の

舎
試

・
郷
試
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
中
山
学
堂
以
下
に
つ
い
て
も
童
試
に
準
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
科
奉
の
試
験
と
向
晶
子
堂
の
卒
業
試

験
は
、
前
者
が
合
格
定
員
の
決
ま

っ
て
い
る
選
抜
試
験
で
あ
る
の
に
釘
し
、
後
者
は
黙
数
に
よ
り
卒
業
者
を
ラ
ン
ク
づ
け
す
る
た
め
だ
け
の
箪

に
換
算
し
て
八

O
貼
以
上
を
最
優
等
、
六

O
粘
以
上
を
優
等
、

四
O
黙
以
上
を
中
等
、
二

O
黙
以
上
を
下
等
、

そ
れ
以
下
を
最
下
等
と
し
、
奨

- 6 ー

な
る
認
定
試
験
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
瓢
で
本
質
的
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
卒
業
時
に
算
出
す
る
成
績
は
、
各
科
目
の
合
計
黙
を

一
O
O黙
満
貼

闘
は
撃
生
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
成
績
の
み
を
基
準
と
す
る
と
い
う
の
が
大
き
な
原
則
で
あ
る
。

次
に
、
準
堂
卒
業
生
へ
の
奨
勘
そ
の
も
の
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
奏
定
各
撃
堂
奨
働
章
程
」
と
い
う
濁
立
し
た

規
定
が
あ
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
挙
堂

・
高
等
皐
堂
(
及
び
同
等
の
撃
堂
)
・
中
泉
堂

(及
び
同
等
の
拳
堂
)
・

高
等
小
島
一
堂
と
四
段
階
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
進
士

・
拳
人

・
貫
生

・
生
員
の
出
身
を
輿
え
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
「江
楚
曾
奏
」
の
構
想

に
な
か

っ
た
も
の
と
し
て
は
賓
官
の
奨
附
が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
輿
え
ら
れ
た
出
身
に
感
じ
て
、
京
官
で
あ
れ
ば
翰
林
院
・
内
閣
・
各
部

の
属
官
、
地
方
官
で
あ
れ
ば
知
州
・
知
豚
や
佐
武
官
へ
の
任
官
資
格

(候
選
官
な
い
し
候
補
官
)
も
あ
わ
せ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
上
級
の
撃
堂
へ
の
進
撃
が
前
提
と
な
る
高
等
小
撃
堂

・
中
盤
堂
の
卒
業
生
に
は
賓
官
は
授
輿
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
出
身

・

(
賞
官
は
先
に
述
べ
た
卒
業
時
の
成
績
ラ
ン
ク
に
廠
応
じ
て
等
差
が
つ
け
ら
れ
、
最
優
等

・
優
等
・
中
等
の
上
位
三
ラ
ン
ク
の
成
績
を
牧
め
た
者
の
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撃堂奨励による出身 ・賓官

皐堂種類 修業年限
出身 Jll' { 届

(最優等、 優等、中等) (最優等、優等、中等)

大祭堂分科大事 3-4 進士 翰林院編修・検討、庶吉士、各部主事

大与堂分科大星再選科 進士 員外郎、主事、知県系

大祭堂分科大祭賓科 3 奉人 直隷州什|問、散州州問

大事堂預科高等拳堂 3 参入 (京)内閣中書、中番科中替、各部院司務

(外)知州、知県長、通斜l

高等質業拳堂 3 参入 知州、知県系、什|同

京師誇差異館 方言拳堂 5 参入 (京)主事、内閣中番、七品小京官

(外)直隷州知州、知県革、通斜j

{憂級師範撃堂 4 望曇A. 園子監博士、園子監助敬、園子監事正

中撃堂 5 抜貢、優貢、歳貢、 なし

(下等)優康生

中等質業製堂 5 抜貢、優貢、歳貢 州剣、府経歴、 l採主簿

初級師範事堂 5 抜貢、優貢、歳貢 数授、数議、訓導

高等小祭堂 4 ji生、 士宮生、 附生 なし

表 1
(光緒29年の規定)

(光緒32年以降の追加・聖堂更)

法政拳堂 3 暴人 高等拳堂に同じ

優級師範撃堂 4 師範科奉人 内閣中書、中書科中替、各部院司務

優級師範製堂選科 2 師範科暴人(最優等のみ)各部院司務(最優等のみ)

初級師範撃堂完全科 5 師範科貫生 教授、数論、訓導

初級師範祭堂簡易科 2 師範科貢生(最優等のみ)訓導(最優等のみ)

出典:I奏定各拳堂奨悶章程J(光緒29年)、「奏定京師法政撃堂章程J(光緒32年)、「奏定師範奨

励義務章程J(光緒33年)

み
奨
闘
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
撃
堂
奨
闘
の
導
入
に
よ
り
数
育
と
官

吏
登
用
の
機
能
を
粂
ね
備
え
た
「
奏
定
問
学
堂
章

程
」
の
拳
堂
程
系
は
、
ま
さ
に

「科
奉
と
拳
堂
の

統
合
」
と
稽
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
張
之
洞
・
張

百
配
…

・
条
慶
ら
も
、
「
奏
定
拳
堂
章
程
」
の
上
呈

と
同
時
に
科
奉
の
遮
減
を
請
う
た
上
奏
の
な
か
で
、

「科
拳
に
よ
る
人
材
登
用
法
は
こ
れ
を
挙
堂
奨
励

の
な
か
に
含
め
た
の
で
、
科
奉
は
決
し
て
廃
止
す

- 7 

てる
一わ
っけ
とで
すは
るな
のく
で
あ賓
る20に
L-~ 科

と拳
いと
う拳
言堂
いを
回合
し併
をし

使
っ
て
い
る
。
だ
が
、
挙
堂
奨
勘
は
西
向
学
に
通
じ

た
人
材
の
登
用
と
い
う
戊
成
費
法
の
こ
ろ
か
ら
存

在
し
て
い
た
構
想
を
焼
き
直
し
た
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
。
「
江
楚
曾
奏
」
か
ら
し
ば
ら
く
の
問
、

張
之
洞
は
附
晶
子
堂
の
卒
業
生
に
出
身
を
奥
え
る
必
要

性
に
つ
い
て
、
士
子
た
ち
の
立
身
願
望
を
刺
激
し

て
多
く
の
人
才
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
、
民
間

の
同
字
堂
設
立
を
促
し
て
朝
廷
な
い
し
地
方
の
財
政
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的
負
捻
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
三
綱
五
常
の
保
存
を
全
面
に
掲
げ
、
問
晶
子
堂
に
お
け
る
四
書
五
経

の
撃
習
に
と
り
わ
け
意
を
用
い
た
「
奏
定
準
堂
章
程
」
の
同
学
堂
盟
系
に
あ

っ
て
は
、
息
ナ
堂
奨
励
は
か
つ
て
の
科
奉
と
同
様
、
筆
生
に
針
す
る
統

制
と
し
て
の
機
能
を
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
光
緒
二
九

(一

九
O
三
)
年
三
月
の
段
階
で
張
之
洞
は
衰
世
凱
に
宛
て
た
電
文
の
な
か
で
、

「
各
組
干堂
内
学
生
の
日
常
の
成
績
は
平
常
貼
に
よ

っ
て
許
慣
す
る
が
、

卒
業
の
時
に
は
試
験
に
よ
る
方
法
も
参
用
す
る
の
で
、
文
理
を
わ
き
ま
え

ず
、
向
学
術

〔向
学
問
上
の
観
黙
・
主
張
〕
が
正
し
く
な
い
者
は
、
卒
業
試
験
の
際
に
こ
と
ご
と
く
ふ
る
い
落
と
す
」
の
で
、
「
科
奉
は
向
学
堂
を
晶
兼
ね

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
向
学
堂
の
ほ
う
は
科
奉
を
粂
ね
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
強
調
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
奏
定
各
問
晶
子
堂
考
試
章

程
」
で
は
卒
業
試
験
だ
け
で
合
否
を
判
定
せ
ず
在
撃
中
の
成
績
も
合
算
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
「
奏
定
曲
学
堂
章
程
」
で
は
高
等
小
島
子

堂
で
三
分
の

て

中
間
晶
子
堂
で
も
四
分
の

一
の
授
業
時
間
数
を
讃
経
科
に
割
い
て
お
り
、
加
え
て
「
皐
務
綱
要
」
で
は
撃
生
の
言
語
・
容
止

・
交

(

川
副

)

際
な
ど
も
数
員
に
よ

っ
て
随
時
検
査
の
う
え
貼
数
化
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
皐
術
正
し
か
ら
さ
る
者
」
は
や
は
り
淘
汰
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

w
・
フ
ラ
ン
ケ
氏
は
科
奉
廃
止
の
過
程
に
つ
い
て
、
張
之
洞
ら
は
「
科
奉
が
儒
数
の
数
理
と
傍
統
的
な
政
治
的
・
枇

8 

曾
的
秩
序
に
針
し
て
持
つ
重
要
性
を
深
く
理
解
」
し
て
お
り
、
そ
の
俸
統
的
秩
序
を
守
る
た
め
に
「
息
子
校
と
そ
の
試
験
制
度
に
組
み
込
む
形
で

(お
)

科
拳
を
新
し
い
環
境
に
適
腔
」
さ
せ
た
の
だ
、
と
許
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
補
足
し
て
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
科
奉
に
相
嘗
す
る
綴
密
な

試
験
制
度
と
、
そ
れ
を
く
ぐ
り
抜
け
た
者
に
の
み
輿
え
ら
れ
る
立
身
出
世
の
ル
ー
ト
を
近
代
挙
制
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
奏
定
撃
堂

章
程
」
の
精
一
珊
に
か
な
っ
た
撃
生
を
育
成
し
、
西
洋
諸
科
撃
の
賓
践
と
綱
常
倫
理
の
保
持
と
い
う
課
題
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
張
之
洞
は
考
え
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
張
之
洞
の
数
育
面
に
お
け
る
幕
僚
的
存
在
で
あ

っ
た
羅
振
玉
が
、
上
連
の
「
科
奉
と
撃
堂
の
統
合
」
を
め
ぐ

っ
て

は
張
と
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
張
之
洞
が
新
政
期
に
近
代
間
晶
子
制
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
羅
振
玉
が
張
の
依
頼
に
よ
っ

て
光
緒
二
七

(一

九
O
一
)
年
一

一
月
か
ら
三
ヶ
月
に
わ
た

っ
て
行

っ
た
釘
日
数
育
覗
察
の
成
果
が
大
幅
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ

(
お
)

ま
で
の
研
究
で
か
な
り
具
龍
的
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
羅
は
自
ら
が
琵
行
す
る
雑
誌
『
数
育
世
界
」
で
時
国
後
間
も
な
く
公
表



し
た
論
説
に
お
い
て
、

「撃
校
〔
数
育
〕
と
い
う
も
の
は
科
奉
と
は
全
然
別
物
で
あ
っ
て
、
合
併
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
科
拳

と
拳
堂
の
統
合
に
は
反
封
す
る
意
見
を
表
明
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
拳
堂
に
お
け
る
試
験
は
日
頃
か
ら
拳
生
と
接
し
て
い
る
挙
堂
の
教
員

に
一
任
し
、
卒
業
に
あ
た
っ
て
も
-
誼
書
を
撃
堂
よ
り
授
奥
す
る
だ
け
に
止
め
る
の
が
よ
い
。
科
奉
の
よ
う
に
試
験
官
を
汲
遣
す
る
方
式
で
は

「
一
日
の
短
長
」
に
基
づ
い
て
成
績
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
出
身
を
授
輿
す
る
の
は

「数
育
の
原
理
に
合
わ
な
い
ば
か

り
か
、
天
下
の
人
才
を
こ
と
ご
と
く
撃
聞
に
専
念
さ
せ
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
羅
は
さ
ら
に

「秀
才
、
暴
人
と
い
っ
た
名
稽
は

襲
用
せ
ず
」
、
日
本
や
欧
米
の
例
に
倣
っ
て
小
撃
か
ら
高
等
に
至
る
各
挙
校
の
卒
業
生
に
は
挙
位
を
輿
え
ず
、
大
撃
を
卒
業
す
る
に
至
っ
て
初

め
て
撃
士
の
競
を
授
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
羅
振
玉
は
純
粋
な
数
育
家
と
し
て
の
親
黙
か
ら
、
科
奉
を
踏
襲
し
た
試
験
制
度
や
出
身
授

輿
は
撃
堂
敬
育
の
形
骸
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
羅
の
意
見
が
張
之
洞
に
直
接
惇
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
結
果
か
ら
す
れ
ば
挙
堂
奨
蹴
に
聞
し
て
だ
け
は
張
は
羅
の
見
解
を
容
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
と
は
封
照
的
に
、
義
和
園
事
件
の
翌
年
か
ら
地
方
自
治
の
一
環
と
し
て
の
敬
育
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
江
蘇
省
南
通
の
郷
紳
張
春
の

場
合
は
、
新
政
が
開
始
さ
れ
た
嘗
初
は
撃
堂
奨
勘
の
導
入
に
か
な
り
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
彼
は
張
之
洞
と
劉
坤
一
に
よ
る
「
江
楚

-9-

舎
奏
」
が
行
わ
れ
る
直
前
の
光
緒
二
七
年
二
月
に
、
官
制
改
革
や
皐
校
制
度
の
整
備
な
ど
今
後
責
施
す
べ
き
新
政
の
具
程
的
内
容
を
列
奉
し
た

「
饗
法
卒
議
」
を
執
筆
し
、
そ
の
な
か
に
「
息
子
生
の
出
身
を
明
定
す
る
」
と
い
う
一
項
を
設
け
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
天
下
の
俊
雄
を
鼓
舞

す
る
」
た
め
に
は
拳
生
の
立
身
を
保
障
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
尋
常
中
撃
校
の
卒
業
生
を
生
員
、
(
高
等
)
専
門
拳
校
の
卒

業
生
を
奉
人
、
大
挙
卒
業
生
を
進
士
と
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
ま
た
光
緒
二
八
年
に
著
し
た
「
遇
州
師
範
撃
校
議
」
に
お
い
て
は
、
師
範

科
挙
生
な
ら
び
に
数
員
に
釘
す
る
優
遇
策
と
し
て
、

中
山学

・
高
等

・
大
撃
の
師
範
本
科
卒
業
生
に
そ
れ
ぞ
れ
貢
生

・
奉
人

・
進
士
の
出
身
を
奥

ぇ
、
四
年
間
の
試
用
期
間
を
経
た
の
ち
園
子
監
丞

・
博
士
及
び
府
州
懸
撃
の
撃
官
を
授
け
る
こ
と
も
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
初
め

(
初
)

て
数
育
に
従
事
す
る
者
も
「
他
の
向
学
問
に
進
ん
だ
人
と
同
じ
よ
う
に
人
間
と
し
て
の
一晴
利
を
享
受
で
き
る
」
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
も

つ
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と
も
張
春
は
出
身
が
輿
え
ら
れ
る
前
提
と
し
て
の
試
験
制
度
に
は
絹
れ
て
お
ら
ず
、

「拳
堂
の
科
暴
化
」
を
全
面
的
に
容
認
し
て
い
た
わ
け
で
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は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
近
代
数
育
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
は
、
科
暴
時
代
と
同
様
に
王
朝
権
力
の

輿
え
る
出
身
や
官
職
に
よ
っ
て
立
身
出
世
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
光
緒
新
政
の
初
期
に
は
、
新
式
朗
字
堂
の
設

立
に
積
極
的
で
あ
っ
た
開
明
的
な
地
方
紳
士
の
側
も
ま
た
、
出
晶
子
堂
奨
闘
を
必
要
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

皐
堂
奨
闘
の
賓
施
状
況

張
之
洞
の
主
導
の
も
と
に
科
拳
の
代
替
と
し
て
導
入
さ
れ
た
撃
堂
奨
聞
は
、
清
朝
の
滅
亡
ま
で
に
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
新
し
い
進
士
・
奉

人
を
生
み
出
し
、
張
が
期
待
し
た
よ
う
な
放
果
を
ど
の
程
度
ま
で
あ
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
史
料
の
都
合
上
光
緒
三
二
(
一
九
O
六
)

年
か
ら
宣
統
三
(
一

九
一
こ

年
ま
で
の
五
年
聞
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
討
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
中
央
の
教
育
行
政
機
関
で
あ
る
撃
部
の
成

立
を
は
じ
め
と
す
る
官
制
改
革
に
と
も
な
い
、
挙
堂
奨
闘
の
方
式
も
「
奏
定
的
晶
子
堂
章
程
」
制
定
嘗
時
と
は
異
な

っ
た
も
の
に
愛
化
し
て
い
る
の

ま
ず
光
緒
三
二
年

二
一
月
の
「
修
改
各
皐
堂
考
試
章
程
」
に
よ
り
卒
業
試
験
の
賓
施
規
定
が
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
。
同
章
程
で
は
各
省
内
学
政

10 

で
、
そ
れ
に
つ
い
て
先
に
述
べ
て
お
く
。

の
廃
止
と
提
皐
使
司
・
四
月
子
務
公
所
の
設
置
な
ど
地
方
レ
ベ
ル
の
敬
育
行
政
機
構
の
饗
化
に
釘
摩
し
て
、
高
等
小
向
学
堂
か
ら
高
等
皐
堂
ま
で
は
所

轄
の
州
豚
な
い
し
省
の
向
学
務
官

(提
撃
使
司
の
属
官
、
向
学
務
公
所
の
議
長

・
議
紳
、
現
撃
な
ど
)
と
数
育
曾
正
副
曾
長
か
ら
選
ば
れ
た
人
員
が
地
方

官
の
主
宰
す
る
試
験
に
立
ち
曾
う
形
式
に
統

一
さ
れ
、
大
挙
堂
に
つ
い
て
の
み
試
験
官
を
汲
遣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
奨
勘
は
従
来
上

級
肇
堂
で
の
進
撃
試
験
の
成
績
に
感
じ
て
行
、
つ
と
さ
れ
て
い
た
高
等
小
事
堂

・
中
島
ナ
堂
の
卒
業
生
に
つ
い
て
も
他
の
皐
堂
と
同
じ
よ
う
に
卒
業

時
の
成
績
を
基
準
と
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
一
方
で
、
成
績
の
ラ
ン
ク
づ
け
の
ほ
う
は
八

O
動
以
上
が
最
優
等
、
七

O
黙
以
上
が
優
等
、
六

(
引
)

O
貼
以
上
が
中
等
、
五

O
貼
以
上
が
下
等
と
な
っ
て
基
準
が
巌
し
く
な
っ
た
。
こ
の
改
訂
は
、
皐
務
官
や
教
育
舎
の
曾
員
と
い

っ
た
近
代
教
育

の
専
門
家
を
卒
業
試
験
に
参
加
さ
せ
、
合
格
基
準
も
引
き
上
げ
る
こ
と
で
卒
業
の
認
定
と
奨
蹴
を
確
賓
か
つ
巌
格
に
す
る
こ
と
が
第

一
の
目
的

で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
欽
差
官
と
し
て
の
性
格
を
持

っ
て
い
た
拳
政
が
廃
止
さ
れ
、
高
等
向
学
堂
で
の
試
験
官
祇
遣
も
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ



と
に
よ
り
、
高
等
撃
堂
ま
で
の
試
験
の
賓
施
と
卒
業
の
認
定
が
全
て
地
方
官
廃
と
数
育
舎
に
委
ね
ら
れ
た
形
と
な
り
、

は
科
奉
と
は
異
な
っ
た
分
権
的
な
も
の
に
嬰
化
し
た
感
が
あ
る
。

一
連
の
卒
業
試
験
制
度

一
方
で
、
出
身

・
賓
官
の
授
輿
に
つ
い
て
は
拳
部
が
賓
質
上
そ
の
決
定
権
を
全
て
の
撃
堂
に
つ
い
て
掌
握
し
て
い
た
。
各
省
の
中
皐
堂
・
高

等
皇
室
に
つ
い
て
は
、
卒
業
試
験
終
了
後
に
提
拳
使
の
要
請
を
受
け
た
督
撫
が
朝
廷
に
奨
蹴
を
奏
請
し
、
こ
れ
を
撃
部
に
も
通
知
す
る
と
い
う

規
定
が
「
修
改
各
撃
堂
考
試
章
程
」
に
あ
る
。
挙
堂
奨
聞
に
関
わ
る
『
政
治
官
報
』
や
『
拳
部
官
報
』
の
奏
摺

・
苔
文
を
見
る
と
、
中
島
ナ
堂
以

上
の
場
合
は
督
撫
か
ら
中
央
に
卒
業
試
験
合
格
者
の
奨
闘
を
奏
請
し
、
向
学
部
の
認
定
を
経
た
う
え
で
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
と
い
う
順
序
を
踏
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
等
小
拳
堂
に
つ
い
て
は
特
に
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
賓
際
に
は
上
記
と
同
じ
手
順
を
踏
む
か

(M
)
 

も
し
く
は
提
向
晶
子
使
か
ら
直
接
申
請
を
受
け
る
形
で
曲
晶
子
部
が
奨
闘
を
認
定
し
て
い
た
。
最
終
的
に
奨
勘
が
認
め
ら
れ
る
と
、
事
部
な
い
し
提
撃
使

(
お
)

か
ら
授
輿
し
た
出
身
を
誼
明
す
る
執
照
が
曲
学
生
に
護
行
さ
れ
る
。

撃
堂
奨
励
の
場
合
は
、

一
回
ご
と
の
試
験
だ
け
で
合
否
が
決
ま
る
科
奉
の
試
験
と
遣
い
、
卒
業
試
験
の
成
績
だ
け
で
な
く
「
奏
定
皐
堂
章

- 11 

程
」
で
定
め
ら
れ
た
通
り
の
教
育
課
程
を
在
挙
中
に
履
修
し
て
い
る
こ
と
も
出
身

・
賓
官
授
輿
の
資
格
要
件
に
な
る
。
こ
の
た
め
撃
部
や
提
拳

使
司
で
は
奨
勘
の
認
定
に
あ
た
り
、
個
々
の
挙
生
に
つ
い
て
卒
業
時
の
成
績
だ
け
で
は
な
く
各
敬
科
の
履
修
朕
況
や
修
業
年
限
の
過
不
足
に
つ

い
て
も
撃
堂
か
ら
上
呈
さ
れ
た
成
績
簿
な
ど
を
も
と
に
逐

一
・
審
査
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
拳
堂
か
ら
の
奨
勘
申
請
を
一
部
も
し
く
は
全
部
に
わ

た
っ
て
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
湖
北
省
で
は
宣
統
二
(
一
九
一

O
)
年
に
省
下
各
懸
の
高
等
小
挙
堂
卒
業
生
一
、
九
八
三
名
に
つ

い
て
奨
闘
の
奏
請
が
あ
っ
た
の
に
封
し
、
的
晶
子
部
の
審
査
に
よ
り
出
身
が
授
奥
さ
れ
た
の
は
全
躍
の
三
分
の
こ
に
も
満
た
な
い
て
二
六
一
名
で

(
お
)

あ
り
、
ま
た
漸
江
省
か
ら
は
宣
統
元
・
二
年
度
の
中
島
T

堂
卒
業
生
一
二
四
名
に
つ
い
て
奨
勅
の
奏
請
が
あ
っ
た
が
、
挙
部
に
認
定
さ
れ
た
の
は

(
幻
)

一
六
九
名
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
案
件
も
一
部
の
曲
学
生
で
奨
勘
が
却
下
さ
れ
た
の
は
、

中
途
入
撃
な
ど
に
よ
り
規
定
の
修
業
年
限
を

満
了
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
在
挙
中
の
成
績
簿
に
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
が
撃
部
の
審
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
挙
部

417 

は
出
身
・
貫
官
の
濫
殻
を
防
止
す
る
観
黙
か
ら
、
卒
業
試
験
で
撃
力
水
準
が
認
め
ら
れ
で
も
章
程
で
定
め
ら
れ
た
修
業
年
限
を
満
た
し
て
い
な
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奨励人数(年次別)

年 次 進 土 翠 入 貫 生 生員 その他

光緒32(1906)年 0(9) 64(23) 35 11 11 

光緒33(1907)年 0(7) 86(31) 157 62 118 

光緒34(1908)年 0(15) 47(92) 560 792 118 

宣統元(1909)年 。(13) 494(242) 560 1780 275 

宣統 2(1910)年 12(62) 761(398) 1519 1658 1575 

宣統 3(1911)年 40(59) 121(434) 1594 131 583 

合計 52(165) 1573(1220) 4425 4434 2680 

表 2

注記:①「その他」は科奉有資格者で貧官奨励のみを受けた者や、 f蔓級師範祭堂選科・初級

師範皐堂簡易科の優等・中等卒業者で出身を輿えられなかった者ーなどを含む。

②進士・暴人の項で ( )内の数字は遊撃畢業考試の合格者で外数。

③宣統 3年の生員の数字については、中製堂を下等の成績で卒業し優康生の出身を輿

えられた者だけを表記。高等小芸評堂の卒業生については不明。

出典:r拳部官報j第 1-148期、 『政治官報j 第 1209-1277~.車、 『内閣官報』 第]ー 173競よ

り算出・作成。

遊祭畢業考試の合格者数については、註 (9)所載の宮川論文を参照。

い
撃
生
に
釘
し
て
は
奨
働
を
許
可
し
な
い
立
場
を
貫
い
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
撃
部
は
奨
働
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
皐
堂
教
育
の
書
二
化
と

剛
晶
子
生
の
統
制
を
園
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

上
連
の
よ
う
な
試
験
と
認
定
を
経
て
光
緒
三
二
年
六
月
か
ら
宣
統
三
年

一一一
月
ま
で
に
奨
闘
を
受
け
た
卒
業
者
の
数
を
、

『息
子
部
官
報
』
な
ど
に

掲
載
さ
れ
た
奏
摺
や
杏
文
か
ら
算
出
し
て
年
次
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が

表
2
で
あ
る
。
ま
ず
出
身
こ
と
に
見
て
み
る
と
、
進
士
は
宣
統
二
年

・
三

年
で
合
計
五
二
名
と
極
め
て
少
数
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
天
津
の
北
洋
大

準
堂
及
び
山
西
大
拳
堂
の
卒
業
生
の
も
の
で
、
京
師
大
撃
堂
分
科
大
撃

- 12 

(専
門
課
程
に
相
嘗
)
は
清
朝
の
聞
に
は
卒
業
生
を
出
し
て
い
な
い
。
留
島
ナ

蹄
園
者
を
釣
象
と
し
た
排
日
晶
子
畢
業
考
試
の
合
格
者
数
と
比
較
す
れ
ば
、
清

朝
末
期
の
高
等
教
育
に
お
い
て
留
撃
が
い
か
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い

た
か
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
だ
が
拳
人
に
つ
い
て
は
合
計
で
排
撃
畢
業
考

試
の
合
格
者
数
を
上
回

っ
て
お
り
、
貢
生

・
生
貝
も
年
が
下
が
る
ご
と
に

増
加
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
次
に
こ
の
表
2
の
数
字

を
か
つ
て
の
科
奉
の
合
格
者
数
と
比
較
し
て
み
た
い
。
張
仲
種
氏
の
研
究

に
よ
る
と
、
太
平
天
国
以
降
の
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
三
年
に
一
度
の
試
験

で
輩
出
さ
れ
る
進
士
の
数
は
お
お
よ
そ
三

O
O名
前
後
で
あ
り
、
翠
人
は

約

て

五

O
O
名
と
な
る
。

ま
た
貢
生
に
つ
い
て
は
、
抜
貢
が

二
一
年
ご



と
に
一
、
八
一

O
名
、
優
貢
が
三
年
ご
と
に
六

O
l
七
O
名
、
歳
貢
が
毎
年
九
六
八
名
、
副
貢
が
三
年
ご
と
に
三

O
O名。

三
年
に
二
回
の
院
試
で
毎
回
約
三
高
名
と
な
る
。
つ
ま
り
、
清
末
の
科
奉
韓
制
の
も
と
で
は
、

一
年
平
均
に
換
算
す
る
と
進
士
が
一

O
O名
前

生
員
の
採
用
数
は

後
、
奉
人
が
約
五

O
O名
、
貫
生
が
一
、
五

O
O名
弱
、
生
員
が
約
二
蔦
名
そ
れ
ぞ
れ
輩
出
さ
れ
る
計
算
と
な
る
。
こ
れ
を
拳
堂
奨
勘
と
瀞
撃

畢
業
考
試
に
よ
っ
て
出
身
を
授
輿
さ
れ
た
卒
業
生
・
留
向
晶
子
鋳
園
者
数
と
比
べ
る
と
、
宣
統
二
、
三
年
ご
ろ
に
は
進
士
・
奉
人
・
貢
生
の
輩
出
数

は
科
奉
時
代
と
ほ
ぼ
同
水
準
か
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
数
字
は
撃
堂
奨
勘
が
か
つ
て
の
科
奉
と
同
様
に
整
然
と
賓
施
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
奨
励

を
受
け
た
卒
業
生
を
今
度
は
撃
堂
の
あ
る
省
別
に
ま
と
め
た
表
3
に
よ
れ
ば
、
地
域
の
人
口
や
文
化
水
準
に
感
じ
て
試
験
の
段
階
ご
と
に
合
格

奨蹴人数(皐堂所在地別)

進士 奉人 貢生 生員 その他

京師 719 462 184 164 

直隷 31 280 345 77 369 

奉天 9 81 138 

吉林 8 20 

黒龍江

山東 28 300 894 32 

山西 21 236 257 280 172 

険西 172 196 53 

i可南 312 334 164 

江蘇 196 168 5 242 

安徽 256 71 

材育江 296 34 74 

江西 52 285 5 

福建 188 3 118 

湖北 9 517 1972 

湖南 27 439 38 208 

四川 18 138 71 98 

庚東 19 322 26 150 

庚西 17 79 35 175 

雲南 15 192 

貴州 15 121 

甘粛 18 114 

新彊

表 3
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注記:空欄はゼロを示す。

出典:表2に同じ。
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者
数
が
決
ま
っ
て
い
た
科
奉
と
異
な

っ
て
、
島
一
e

堂
奨
勘
で
は
省
に
よ
っ
て
そ
の
数
に
相
首
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

嘗
然
島
干
堂
教
育
の
普
及
の
相
違
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
数
字
に
最
も
ば
ら
つ
き
の
大
き
い
生
員
の
項
目
を
見
る
と
、
直
隷

・
江
蘇
・
湖
北
の
三

(
ぬ
)

省
は
い
ず
れ
も
清
末
に
お
い
て
初
等
数
育
が
比
較
的
接
達
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
が
、
湖
北
省
は
て
九
七
二
人
も
の
生
員
を
輩
出
し
て
い
る

の
に
釘
し
て
直
隷
省
は
七
七
人
、
江
蘇
省
に
至
つ
て
は
わ
ず
か
に
五
人

(高
等
小
皐
堂
は
ゼ
ロ
)
に
す
ぎ
な
い
。
奨
聞
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
地
域

差
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
内
晶
子
堂
の
普
及
状
況
以
外
に
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず

一
つ
に
は
、
皐
生
が
賓
際
に
卒
業
し
た
時
黙
か
ら
出
身

・
賓
官
を
輿
え
ら
れ
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
聞
が
か
か
る
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。

先
に
遮
べ
た
よ
う
に
奨
闘
の
認
定
は
個
々
の
皐
生
に
つ
い
て
卒
業
時
の
成
績
に
加
え
て
在
皐
時
の
履
修
状
況
を
審
査
し
た
う
え
で
行
わ
れ
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
煩
演
な
事
務
手
績
き
は
向
学
部
な
い
し
提
皐
使
司
に
極
め
て
大
き
な
負
播
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
卒
業
し
て
か
ら
奨
闘
を
得

る
ま
で
一
年
以
上
か
か
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
特
に
地
方
に
あ
る
撃
堂
の
奨
勘
案
件
の
慮
理
は
と
か
く
滞
り
が
ち
で
、
例
え
ば
江
蘇
省
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の
蘇
州
府
と
常
州
府
で
は
光
緒
三

O
年
か
ら
三
四
年
ま
で
の
聞
に
六
ヶ
所
の
高
等
小
島
ナ
堂
が
合
計
九
回
の
卒
業
生
を
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

(
刊
)

ら
ず
、
江
蘇
提
問
晶
子
使
は
宣
統
二
年
に
至
っ
て
も
ま
だ
こ
れ
ら
に
つ
い
て
奨
働
の
申
請
を
し
て
い
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
奨
蹴
の
審
査

・
認
定
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
以
上
に
、
近
代
印
字
制
が
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
時
期
に
あ
っ
て
、
地
方
の
肇
堂
で
は
中

央
が
定
め
た
通
り
の
教
育
課
程
を
貰
施
す
る
こ
と
自
慢
が
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貼
に
つ
き
同
学
部

は
地
方
に
お
け
る
皐
堂
教
育
の
賓
情
に
感
じ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
章
程
の
規
定
に
な
い
経
過
措
置
を
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
小
撃

堂
・
中
撃
堂
の
課
程
を
経
て
い
な
い
琴
貢
生
監
の
補
習
課
程
で
あ
る
高
等
皐
堂
の
預
科
は
、
本
来
年
限
が
一
年
で
卒
業
し
て
も
奨
励
の
釘
象
と

は
な
ら
な
い
が
、
各
省
の
高
等
肇
堂
預
科
で
は
補
習
が
複
数
年
に
わ
た
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
同
学
部
は
「
奏
定
準
堂
章
程
」
が
頒
布
さ
れ

た
光
緒
二
九
年
以
前
に
高
等
皐
堂
預
科
に
入
撃
し
た
撃
生
に
は
修
業
年
限
四
年
で
も
っ
て
中
山
学
堂
と
同
等
の
奨
闘
を
授
興
す
る
方
針
を
取
っ
て

い
る
。
ま
た
師
範
数
育
に
つ
い
て
も
、
清
末
に
は
各
地
の
皐
堂
に
よ
っ
て
修
業
年
限
が
ま
ち
ま
ち
な
朕
態
が
績
い
て
い
た
。
正
規
の
修
業
年
限

は
初
級
師
範
印
字
堂
が
五
年
、
優
級
師
範
撃
堂
が
四
年
で
あ
る
が
、
小

・
中
間
学
堂
の
普
及
に
大
量
の
数
員
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
簡



易
科

・
選
科
と
呼
ば
れ
る
二
年
程
度
の
速
成
課
程
の
設
置
が
「
奏
定
撃
堂
章
程
」
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
正
規
課
程
を
名
乗
っ
て
い
て

(
必
)

も
「
小
向
学
教
育
に
人
材
が
必
要
な
の
で
、
修
業
年
限
を
短
縮
し
ご
年
あ
た
り
の
〕
授
業
時
間
数
を
増
や
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
師
範
拳
堂
も

あ
っ
た
た
め
、
師
範
拳
堂
に
つ
い
て
は
課
程
の
名
稀
で
は
な
く
修
業
年
限
に
よ
っ
て
奨
勘
を
使
い
分
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
表
2
が
封
象
と
し

た
範
圏
で
は
、
奨
閣
の
封
象
と
な
っ
た
正
規
課
程
を
持
つ
師
範
撃
堂
は
の
べ
二
五
ケ
所
と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
一

O
ヶ
所
は
修
業
年
限
の
不
足

に
よ
り
連
成
課
程
に
準
じ
て
奨
闘
が
賓
施
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
う
し
た
経
遇
措
置
は
あ
く
ま
で
限
定
的
な
も
の
で
、
拳
部
と
し
て
は
章
程
で
定
め
ら
れ
た
教
育
課
程
の
賓
施
を
僚
件
と
す
る
拳

堂
奨
閣
の
基
本
的
立
場
そ
の
も
の
を
費
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
の
撃
堂
で
は
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
濁
自
に
課
程

の
饗
更
を
行
う
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
例
え
ば
江
蘇
省
の
松
江
府
中
向
晶
子
堂
で
は
、
光
緒
三
一
年
一
月
に
入
撃
し
た
一
期
生
の
修
業
年
限
を
規
定
よ

り
一
年
切
り
つ
め
て
四
年
と
し
、
光
緒
三
四
年
一
二
月
の
時
黙
で
試
験
の
う
え
卒
業
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
知
府
に
許
可
を
求
め
て
い
る
。
問
中

の
〕
卒
業
期
限
に
至
っ
た
際
に
成
績
順
位
を
確
定
し
た
う
え
で
奨
励
を
申
請
す
べ
き
で
あ
る
」
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
年
限
短
縮
の
理
由
と
し

て
、
開
撃
嘗
初
に
準
備
し
た
敬
材
は
既
に
本
年
度
中
に
全
て
向
学
習
が
終
了
し
て
し
ま
う
の
で
、
在
挙
期
聞
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と
は
撃
生
た

- 15ー

事
堂
は
「
章
程
で
は
中
島
ナ
堂
は
五
年
で
卒
業
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
拳
生
は
さ
ら
に
一
年
間
的
晶
子
堂
に
と
ど
ま
り
、
〔
規
定
通
り

ち
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
撃
堂
の
経
費
が
不
足
し
て
い
て
定
員
の
援
充
が
不
可
能
な
た
め
、

一
期
生
を
在
撃
さ
せ
た
ま
ま
で
は
府

下
各
豚
の
高
等
小
向
晶
子
堂
か
ら
新
入
生
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
奉
げ
て
い
る
。
特
に
後
者
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
〔
中
間
学
堂
一
期
生

と
高
等
小
向
学
堂
卒
業
生
の
〕
爾
方
面
か
ら
の
不
満
は
拳
堂
運
営
者
の
一
身
に
集
中
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
修
了
年
限
を
短
縮
す
る
こ
と
で
奨

闘
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
よ
り
も
、
上
級
挙
堂
へ
の
進
撃
を
遅
滞
さ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
大
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
拳
堂
韓

系
が
十
分
に
確
立
し
て
い
な
い
清
末
に
お
い
て
は
、
挙
生
た
ち
が
自
ら
の
撃
力
を
か
え
り
み
ず
上
級
の
祭
堂
に
「
蹴
等

(飛
び
越
え
る
こ
す
る

(
判
)

こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
特
に
小
町
晶
子
堂
や
中
間
晶
子
堂
で
は
よ
り
高
い
奨
廟
を
求
め
て
こ
う
し
た
傾
向
に
走
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
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高
等
小
撃
堂
や
中
撃
堂
の
よ
う
な
上
級
撃
堂
へ
の
進
撃
を
前
提
と
す
る
撃
堂
に
し
て
み
れ
ば
、
賓
官
の
伴
わ
な
い
奨
働
の
た
め
に
修
業
年
限
を
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遵
守
す
る
よ
り
は
、
限
ら
れ
た
教
育
環
境
の
な
か
で
向
学
生
の
回
穂
を
で
き
る
だ
け
速
く
す
る
ほ
う
が
運
営
方
法
と
し
て
現
賓
的
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
地
方
の
挙
堂
に
封
す
る
奨
励
審
査
の
迅
速
な
慮
理
や
数
育
課
程
の
維
持
は
督
撫
以
下
の
地
方
官
や
提
夢
使
の
力
量
に
よ
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
に
お
け
る
教
育
行
政
の
有
数
性
の
度
合
い
が
出
身
を
輿
え
ら
れ
た
問
晶
子
生
数
の
格
差
に
そ
の
ま
ま
反

映
さ
れ
た
と
い

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
卒
業
し
て
も
奨
働
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
祭
生
が
多
数
生
み
出
さ
れ
る
状
況
は
、

勝
一a部
や
提
皐
使
に
本
来

一
種
化
し
た
制
度
で
あ
る
は
ず
の
卒
業
と
奨
励
を
分
離
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
絵
儀
な
く
さ
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

松
江
府
中
島
ナ
堂
の
ご
と
く
修
業
年
限
を
一
方
的
に
短
縮
し
て
し
ま
っ
た
り
、
先
に
述
べ
た
湖
北
省
の
高
等
小
向
学
堂
や
漸
江
省
の
中
山
学
堂
の
よ
う

に
審
査
の
結
果
資
格
不
十
分
な
筆
生
が
出
た
場
合
で
も
卒
業
そ
の
も
の
を
取
り
消
さ
ず
、
卒
業
試
験
の
成
績
さ
え
基
準
を
満
た
し
て
い
れ
ば

「
進
撃
だ
け
を
許
可
し
、
奨
励
は
輿
え
ず
」
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中

・
高
等
教
育
の
瑳
展
の
た
め
に
は
小

・
中
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撃
堂
か
ら
の
進
筆
者
を
な
る
べ
く
多
く
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
考
慮
し
た
苦
肉
の
策
で
あ
る
が
、
奨
闘
に
よ

っ
て
輿
え
ら
れ
る
出

身
の
序
列
と
は
別
に
、
修
業
年
限
を
切
り
つ
め
て
撃
堂
を
「
蹴
等
」
し
て
い
く
立
身
出
世
ル

l
ト
の
形
成
を
許
し
た
こ
と
に
よ
り
、
挙
堂
奨
聞

は
張
之
洞
が
期
待
し
た
思
想
的

・
文
化
的
統
制
力
を
字
減
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

奨
駒
政
策
の
動
揺

光
緒
新
政
が
開
始
さ
れ
た
嘗
初
、
「
怠
干
堂
の
科
参
化
」
を
受
容
す
る
姿
勢
が
張
警
の
よ
う
な
地
方
紳
士
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
は
第

一
章
で
遮

べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
科
奉
が
廃
止
さ
れ
た
あ
た
り
か
ら
挙
堂
奨
勘
の
安
嘗
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
朝
廷
の
内
外
に
現
れ
る
よ
う

に
な
る
。
以
下
、
朝
廷
内
に
お
け
る
議
論
か
ら
数
育
界
の
奨
励
批
判
へ
と
護
展
し
て
い
く
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。



(
一
)
朝
廷
内
に
お
け
る
議
論

朝
廷
内
に
お
け
る
撃
堂
奨
勘
批
判
の
晴
矢
と
な
っ
た
の
は
、
科
奉
廃
止
の
上
論
が
下
っ
て
わ
ず
か
六
日
後
の
光
緒
三
一

(
一
九
O
五
)
年
八

月
一

O
日
に
行
わ
れ
た
、
江
南
遁
監
察
御
史
棟
曾
佑
に
よ
る
上
奏
で
あ
る
。
陳
は
ま
ず
、
例
え
ば
大
事
堂
分
科
大
撃
に
つ
い
て
は
農
挙
・
工

息干

・
商
撃

・
醤
撃
と
い
っ
た
賓
撃
を
専
攻
し
た
卒
業
生
に
ま
で

一
律
に
詔
勅
や
記
録
を
つ
か
さ
ど
る
翰
林
院
の
編
修

・
検
討
や
「
親
民
理
訟
」

を
つ
か
さ
ど
る
知
牒
の
官
を
輿
え
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
奏
定
撃
堂
章
程
」
の
定
め
る
向
学
堂
奨
働
が
科
翠
の

「挙
ぶ
所
は
用
い
る

所
に
非
ず
」
と
い
う
弊
害
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
を
逐
一
指
摘
す
る
。
つ
い
で
、
準
堂
の
卒
業
生
に
こ
と
ご
と
く
出
身
や
賓
官
を
輿
え
る

「皐
堂
敬
育
と
官
吏
任
用
を
混
合
し
て
一
韓
化
す
る
」
奨
働
政
策
を
行
え
ば
、

一
O
年
後
に
は
進
士
・
奉
人
が
天
下
に
満
ち
て
誰
も
出
身
を
寧

重
し
な
く
な
り
、
ま
た
官
吏
の
任
用
に
も
支
障
を
来
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
こ
で
、
出
身
の
授
奥
は
取
り
や
め
て
卒
業
誼
書
だ
け
を
奥
え
る

ら
に
敬
育
方
針
全
韓
に
ま
で
及
び
、
興
撃
の
大
旨
は
富
国
強
兵
に
寄
輿
す
る
「
国
民
」
の
創
出
を
圃
る
こ
と
に
あ
り
、

「人
々
が
み
な
官
吏
と

17 -

方
針
に
切
り
換
え
、
官
吏
任
用
に
つ
い
て
も
日
本
の
高
等
文
官
試
験
に
相
嘗
す
る
選
抜
制
度
を
賓
施
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
陳
の
議
論
は
さ

な
る
こ
と
を
思
え
ば
、
本
分
を
忘
れ
て
僕
倖
の
み
を
追
い
求
め
る
風
気
が
起
こ
る
」
と
い
う
事
態
は
、

「園
家
に
と
っ
て
最
も
不
利
な
事
」
で

あ
る
と
断
じ
た
。

陳
曾
佑
の
奨
附
批
判
は
基
本
的
に
は
第

一
章
で
紹
介
し
た
羅
振
玉
の
議
論
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
が
、
朝
廷
内
部
の
官
僚
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
加
え
、
科
奉
が
慶
止
さ
れ
た
ば
か
り
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
上
奏
文
は
直
ち
に
報
界
の
反
響
を
呼
び
、
『
申
報
』

・
『
大
公

(

日
刊

)

報
』
及
び
『
東
方
雑
誌
』
と
い
っ
た
主
要
報
刊
に
掲
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
朝
廷
内
で
の
封
慮
も
繰
り
返
し
報
遁
さ
れ
た
。
た
だ
、
上
識
に
よ

(
灯
)

り
議
奏
を
命
じ
ら
れ
た
拳
務
虚
と
政
務
慮
で
は
賛
否
雨
論
あ
り
、
最
後
は
陳
の
提
言
を
歎
殺
す
る
結
果
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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奨
周
章
程
改
定
の
試
み
は
こ
の
年
の
末
に
設
置
さ
れ
た
同
学
部
に
引
き
繕
が
れ
、
光
緒
三
二

(一

九
O
六
)
年
の
四
月
頃
ま
で
に
林
瀬
深
や
張

元
済
と
い
っ
た
中
堅
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
撃
堂
卒
業
生
の
待
遇
を
定
め
た
新
し
い
章
程
の
草
案
が
作
ら
れ
て
お
り
、
上
奏
の
準
備
も
な
さ
れ
一明
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林
が
起
草
し
た
上
奏
文
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
張
元
済
が
撃
部
に
提
出
し
た
「
各
撃
堂
畢
業
生
待
遇
章
程
」
の
原
案
は
彼
の
文
集
に
殖
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
出
身

・
質
官
の
授
輿
を
全
て
撤
廃
の
う
え
、
京
師
大
祭
堂
の
卒
業
生
に
は
皐
士
焼
、
通
儒
院
で
優
れ
た
研
究
業
績
を

翠
げ
た
者
に
は
博
士
競
を
授
輿
し
、
高
等
皐
堂
以
下
は
全
て
卒
業
生
と
稀
す
る
の
み
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
ぶ
v

と
こ
ろ
が
皐
部
で
起
案
さ

れ
た
奏
稿
が
京
師
大
向
学
A
nt

-

京
師
誇
向
学
館
と
八
旗
向
学
務
虚
の
三
監
督
に
よ
る
検
討
に
付
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
三
者
か
ら
奨
勘
廃
止
に
反
針
す

(
切
)

る
意
見
が
返
さ
れ
て
き
た
た
め
、
内
晶
子
部
に
よ
る
上
奏
の
計
董
は
頓
挫
し
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
後
も
翌
年
に
か
け
て
築
部
で
は
し
ば
し
ば
奨
闘
の
改
定
が
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
工
部
主
事
劉
樽
の
よ
う
に
挙
部
に
釘
し
て

(
M

M
)
 

改
定
を
勧
告
す
る
官
僚
も
い
た
。
し
か
し
、
光
箱
三
三
(
一

九
O
七
)
年
に
軍
機
大
臣
と
な

っ
た
張
之
洞
が
同
年
八
月

一
四
日
に
管
理
的
学
部
事

務
を
命
じ
ら
れ
た
と
た
ん
、
奨
励
改
定
の
議
論
は
朝
廷
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
撃
堂
奨
闘
の
護
案
者
で
あ
る
張
之
洞
の
権
威
に
よ

る
も
の
と
す
る
開
暁
紅
氏
の
理
解
は
恐
ら
く
的
を
得
て
い
る
。
張
之
洞
が
軍
機
庭
に
入

っ
た
時
期
は
撃
堂
に
お
け
る
「
風
潮
」

(紛
争
)
が
ま
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す
ま
す
盛
ん
に
な
り
、
朝
廷
内
で
も
印
晶
子
堂
数
育
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
ろ
で
、
張
と
し
て
は
筆
生
へ
の
統
制
を
強
化
す
る
う
え
で
肇
堂

(
日
)

奨
慨
は
固
守
す
べ
き
方
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宣
統
元
(
一
九
O
九
)
年
八
月
に
張
之
洞
が
死
去
す
る
と
朝
廷
で
も
再
び
皐
堂
奨
闘
の
改

定
が
殻
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
改
革
の
主
導
権
は
朝
廷
で
は
な
く
、
地
方
紳
士
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
教
育
界
の

側
に
移

っ
て
い
た
。

つ
己

数
育
界
の
奨
剛
批
判

教
育
界
に
よ
る
門
学
堂
奨
助
饗
更
へ
の
最
初
の
動
き
は
、

や
は
り
科
奉
が
腰
止
さ
れ
て
す
ぐ
後
の
光
緒
三
一
年
九
月
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
ろ
江
蘇
省
の
官
立
準
堂
で
本
省
出
身
の
筆
生
と
客
籍
の
向
学
生
に
割
り
嘗
て
ら
れ
る
準
額
(
定
員
数
)
を
め
ぐ
る
封
立
が
問
題
化
し
、
同
年

一

一
月
に
は
南
京
の
各
組
十
堂
撃
生
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
強
行
す
る
事
態
に
至

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
皐
界
問
題
」
を
緩
和
す
る
た
め
、
張
審
ら
江

蘇
の
数
育
界
に
お
け
る
指
導
的
紳
士
た
ち
は
同
学
部
に
劉
し
、
各
省
内
晶
子
堂
の
撃
額
を
定
め
て
紛
争
を
収
拾
す
る
と
と
も
に
、
向
学
額
を
め
ぐ
る
争
い



を
加
熱
さ
せ
る
要
因
と
な
る
進
士
・
奉
人
な
ど
の
「
科
第
名
目
」
を
取
り
消
す
こ
と
を
求
め
る
公
呈
を
迭
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
「
撃
界

問
題
」
解
決
の
た
め
の
方
便
と
い
っ
た
感
が
否
め
ず
、
そ
の
ご
光
緒
末
年
に
至
る
ま
で
、
数
育
界
に
お
い
て
「
典
子
堂
の
科
奉
化
」
が
問
題
に
な

っ
た
形
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
陳
曾
佑
の
上
奏
以
降
、
「
申
報
」
や
『
東
方
雑
誌
』
で
は
陳
の
議
論
に
賛
同
し
て
官
吏
登
用
と

(
日
)

皐
堂
数
育
を
分
離
す
る
よ
う
に
主
張
す
る
論
説
を
掲
載
し
た
が
、
数
育
の
現
場
に
い
る
紳
士
た
ち
は
必
ず
し
も
奨
蹴
撤
廃
を
即
座
に
支
持
し
た

(
幻
)

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
荘
食
は
初
等
敬
育
の
普
及
の
た
め
に
は
奨
蹴
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
説
い
て
い
た
し
、
ま
た
無
錫
出
身
の

紳
士
で
あ
る
江
蘇
省
覗
撃
侯
鴻
鑑
も
、
撃
部
に
針
し
て
は
「
虚
名
」
に
す
ぎ
な
い
奉
人
や
貢
生
と
い
っ
た
出
身
を
輿
え
る
必
要
は
な
い
と
上
陳

す
る
一
方
で
、
江
蘇
提
撃
使
に
は
慮
理
の
滞
っ
て
い
る
高
等
小
拳
堂
の
奨
勘
案
件
を
速
や
か
に
解
決
し
て
人
心
を
鼓
舞
す
べ
き
で
あ
る
と
意
見

し
て
い
る
。

し
か
し
宣
統
元
(
一
九
O
九
)
年
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
教
育
界
で
も
撃
堂
奨
勘
の
可
否
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
蘇
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教
育
線
舎
で
は
同
年
八
月
に
常
年
大
舎
を
開
い
た
後
に
、
全
国
規
模
の
数
育
行
政
に
封
す
る
提
言
も
視
野
に
入
れ
た
数
育
法
令
研
究
舎
が
組
織

さ
れ
、
初
等
小
向
晶
子
の
教
育
課
程
な
ど
と
と
も
に
撃
堂
奨
働
も
検
討
課
題
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
同
研
究
舎
は
線
舎
の
曾
員
に
封
し
、
①
高

等
小
向
晶
子
及
び
中
曲
学
卒
業
生
へ
の
出
身
授
奥
が
数
育
に
輿
え
る
影
響
、

②
同
じ
く
出
身
授
輿
が
賓
業
に
輿
え
る
影
響
、

③
賓
官
奨
勘
が
政
治
に
血
(

(
引
)

の
三
黙
に
つ
き
意
見
を
求
め
、
こ
れ
に
研
究
曾
自
身
の
見
解
を
加
え
て
線
舎
に
報
告
を
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
を
見
る
限
り
で
は
、

え
る
影
響
、

利
織
を
求
め
る
科
奉
髄
制
下
の
枇
曾
心
理
が
い
ま
だ
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
況
下
で
は
撃
堂
奨
閣
の
撤
廃
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
す
る
意

見
も
あ
る
一
方
で
、
「
拳
堂
の
科
奉
化
」
を
教
育
問
題
と
し
て
明
確
に
指
摘
し
、
奨
勘
の
即
時
廃
止
に
賛
成
す
る
意
見
の
ほ
う
が
数
が
多
く
、

内
容
も
具
龍
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
に
つ
い
て
は
、
利
械
で
も
っ
て
撃
生
を
釣
る
よ
う
な
政
策
は
数
育
の
本
旨
に
背
く
ば
か
り
で
な
く
「
国

民
」
思
想
の
育
成
に
も
障
害
が
あ
る
と
い
っ
た
見
方
が
大
勢
を
占
め
、
②
に
つ
い
て
も
出
身
を
授
興
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
筆
生
は
満
足
し
て
し
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ま
い
、
賓
業
の
護
展
に
期
待
が
持
て
な
い
と
い
う
指
摘
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
③
に
閲
し
て
は
修
得
し
た
皐
問
と
奥
え
る
官
職
が
一
致
し
て

い
な
い
賠
や
、
全
て
の
拳
生
に
宮
職
を
奥
え
る
の
は
官
僚
制
度
の
弊
害
を
助
長
す
る
と
い
っ
た
黙
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
研
究
舎
の
見
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解
は
曾
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
、
同
学
堂
奨
助
は
出
身
と
い
う
「
階
級
」
で
も

っ
て
序
列
化
す
る
黙
で
「
君

主
と
民
衆
が
向
き
合
い
、
政
府
と
枇
舎
が
向
き
合
う」

立
憲
政
程
に
反
し
て
お
り
、
か

つ

「
虚
名
」
で
筆
生
を
利
盆
誘
導
す
る
こ
と
は
「
向

賓
」
を
掲
げ
る
「
教
育
宗
旨
」
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
と
批
判
し
、
「
早
急
に

〔皐
堂
奨
闘
の
〕
停
止
を
請
う
上
奏
を
行
い
、
興
撃
の
本
旨
は
人
々

を
自
立
さ
せ
る
こ
と
で
立
国
を
園
る
こ
と
に
あ
る
む
ね
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
教
育
法
令
研
究
舎
の
見
解
は
、

軍
な
る
教
育
面
で
の
問
題
提
起
に
止
ま

っ
て
い
た
従
来
の
議
論
と
比
べ
、
息
ナ堂
奨
勘
の
撤
廃
を
立
憲
制
の
確
立
と
い
う
清
朝
末
期
の
政
治
的
課

題
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
貼
に
お
い
て
極
め
て
斬
新
か
つ
急
進
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
奨
働
の
改
廃
問
題
は
江
蘇

一
省
に
と
ど
ま
ら
ず
、
資

政
院
や
中
央
教
育
曾
と
い

っ
た
朝
廷
と
地
方
紳
士
た
ち
に
よ
る
全
国
規
模
で
の
政
策
論
議
の
場
に
も
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
宣
統
二

(
一
九
一
O
)
年
九
月
に
開
院
し
た
資
政
院
に
お
い
て
は
、
各
省
の
諮
議
局
か
ら
向
晶
子
堂
奨
闘
を
停
止
し
「
皐
位
を
明
定
」
す
る

こ
と
を
陳
請
す
る
議
案
が
提
出
さ
れ
、
資
政
院
の
欽
選
議
員
一

O
人
、
民
選
議
員
八
人
か
ら
な
る
敬
育
問
題
に
関
す
る
特
任
股
員
舎

(
委
員
曾
)

で
の
審
査
に
付
さ
れ
た
。
諮
議
局
側
は
奨
闘
の
弊
害
と
し
て
、
国
民
の
品
格
が
墜
落
す
る
こ
と
、
現
在
授
興
が
規
定
さ
れ
て
い
る
賓
官
は
皐
堂
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で
ま
な
ぶ
向
学
問
と
封
感
し
て
い
な
い
こ
と
、
撃
堂
の
卒
業
生
が
科
奉
の
合
格
者
数
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
の
三
黙
を
奉
げ
、
出
身
の
名
穏
を
全

援
す
る
と
と
も
に
「
印
字
位
章
程
」
を
制
定
し
て
撃
聞
の
優
秀
な
中
肇
以
上
の
卒
業
生
に
皐
士

・
博
士
の
稀
競
を
授
興
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

し
か
し
特
任
股
員
舎
は
、
{
貫
官
奨
励
に
つ
い
て
は
文
官
任
用
試
験
が
間
も
な
く
賓
行
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
廃
止
を
認
め
る
が
、
息
ナ
士
・

博
士
と
い

っ
た
稽
放
は
現
行
の
官
職
名
と
重
複
す
る
こ
と
、
ま
た
「
各
省
の
風
気
が
未
だ
に
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
〔
拳
堂
数
育
に
釣
す
る
〕
郷

村
の
人
士
た
ち
の
疑
念
と
限
害
を
生
じ
や
す
い
」
た
め
に
中
曲
学
堂
以
下
の
出
身
も
改
め
難
い
こ
と
か
ら
、
出
身
の
授
奥
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
現
行

通
り
と
す
る
案
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
の
股
員
合
案
は
、
資
政
院
議
事
細
則
の
候
文
に
基
づ
き
内
閣
と
政
務
慮
を
経
由
し
て
撃
部
の
鹿
理
に
委

ね
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
全
韓
曾
議
で
出
身
授
輿
を
残
し
て
い
る
黙
が
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
反
封
論
が
雷
奮
や
李
文
照
ら
民
選
議
員
た

(
白
山

)

ち
か
ら
起
こ
り
、
票
決
の
結
果
廃
案
と
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

一
方
で
江
蘇
省
選
出
の
民
選
議
員
孟
昭
常
は
、
曲
学
堂
奨
勘

・
卒
業
試
験

・
存
古
皐

堂
の
廃
止
と
小
中
内
晶
子
堂
章
程
の
改
訂
を
問
、
つ
説
帖

(意
見
書
)
を
印
字
部
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
針
し
事
部
は
、
「
拳
堂
奨
駒
の
存
在
は
識
者
が



み
な
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
」
と
奨
蹴
へ
の
批
剣
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
「
近
頃
本
部
で
は
時
勢
の
饗
化
を
詳
察
し
、
ま
さ
に
〔
奨

勘
の
〕
方
法
の
改
定
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
、
興
挙
以
来
い
ま
だ
に
各
地
で
致
撃
(
拳
校
打
ち
壊
し
)
暴
動
が
絶
え
な
い
こ

と
を
理
由
に
、
「
人
々
が
〔
拳
堂
数
育
に
釘
し
て
〕
疑
い
を
抱
き
こ
れ
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
現
状
で
は
、
利
盆
に
よ
っ
て
彼
ら
を
誘
導
す

(
似
)

る
以
外
に
取
る
べ
き
方
法
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
奨
働
政
策
を
正
品
回
固
化
す
る
回
答
を
行
っ
て
い
る
。

だ
が
撃
部
の
姿
勢
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
奨
駒
慶
止
を
求
め
る
数
育
界
の
撃
は
日
増
し
に
強
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
宣
統
三
(
一
九
二
)

年
四
月
に
一
二
省
の
代
表
が
上
海
に
集
ま
っ
て
開
催
し
た
全
国
数
育
線
舎
聯
合
舎
に
お
い
て
も
撃
堂
奨
勘
の
廃
止
が
議
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

最
終
的
に
「
請
停
止
畢
業
奨
勘
案
」
が
「
請
定
軍
園
民
主
義
教
育
案
」
や
「
統
一
国
語
方
法
案
」
な
ど
と
と
も
に
中
央
が
賓
行
す
べ
き
教
育
政

策
と
し
て
議
決
案
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
曲
学
部
に
上
呈
さ
れ
た
。
こ
の
案
は
賓
官
の
授
奥
が
官
僚
制
度
の
混
乱
を
招
く
こ
と
、
出
身
の
授
奥
も

(
白
山
)

「
数
育
宗
旨
」
の
精
紳
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
爾
者
を
切
り
離
さ
ず
一
括
し
て
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
年
六
月
、
北
京
で
開
催
さ
れ
た
中
央
数
育
齢
仁
お
い
て
、
曲
学
部
と
紳
士
た
ち
は
皐
堂
奨
勘
の
即
時
廃
止
を
め
ぐ
っ
て
直
接
議
論
を

た
た
か
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
開
舎
に
先
立
ち
、
曾
員
に
指
名
さ
れ
な
が
ら
病
気
の
た
め
出
席
で
き
な
か
っ
た
江
蘇
数
育
線
舎
曾
長
の
唐
文
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治
か
ら
同
舎
に
宛
て
た
説
帖
が
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
出
身
授
輿
と
賓
官
奨
駒
の
廃
止
、
卒
業
試
験
の
簡
素
化
及
び
軍
国
民
数
育
の
提
唱
の

三
黙
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
の
提
案
を
含
め
、
撃
堂
奨
勘
に
闘
す
る
議
案
は
六
月
二
七
日
の
第
五
次
預
備
曾
に
か
け
ら
れ
た
後
、

閏
六
月
二
日
の
第
六
次
大
舎
に
お
い
て
正
式
な
討
論
が
行
わ
れ
た
。
新
聞
の
記
事
に
よ
れ
ば
こ
の
討
論
に
お
け
る
殻
言
者
は
一

O
人
前
後
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
主
な
護
言
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
に
な
る
。
(
官
職
名
を
示
し
た
者
は
官
側
の
、
省
名
を
記
し
た
者
は
地
方
選
定
の
曾
員
)

陳
敬
第
(
掛
川
江
)
一
文
官
考
試
の
導
入
が
近
い
の
で
賓
官
奨
廟
は
嘗
然
慶
止
。
出
身
に
つ
い
て
は
挙
堂
普
及
の
観
難
か
ら
撤
慶
を
蒔
路
す

る
意
見
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
虚
祭
を
重
ん
じ
る
の
は
ご
く
少
数
の
「
世
家
大
族
」
に
す
ぎ
な
い
。
皐
堂
の
普
及
が
芳
し
く
な
い
現
在

の
紋
況
に
照
ら
せ
ば
、
出
身
授
興
が
数
育
普
及
に
数
果
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
賓
官
・
出
身
と
も
に
一
律
に
授
奥
を
停
止
す
べ
き
。
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胡
壁
城
(
安
徽
)
一
社
曾
に
お
い
て
出
身
が
虚
楽
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
出
身
授
輿
の
廃
止
は
時
期
尚
早
。
文
官
考
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試
章
程
に
お
い
て
受
験
資
格
を
明
確
に
規
定
し
た
後
に
廃
止
し
て
も
遅
く
は
な
い
。

正
策
費

(民
政
部
参
議
)
一
利
融
で
向
学
生
を
誘
惑
す
る
こ
と
は
遁
徳
上
問
題
が
大
き
い
。
ま
た
奨
闘
に
よ
り
向
学
生
た
ち
は
み
な
官
僚
と
な
る

こ
と
に
期
待
を
持
ち
、
賓
業
界
で
役
立
つ
人
材
が
育
た
な
い
。
出
身
授
輿
も
即
時
停
止
す
べ
き
で
あ
る
。

陳
清
震

(祭
部
質
業
司
員
外
郎
)
一
向学
生
の
官
僚
志
向
は
数
育
者
に
よ
る
感
化
の
問
題
。
現
在
出
身
を
持

っ
て
い
な
が
ら
官
僚
以
外
の
職
業

に
就
い
て
い
る
者
も
多
数
に
の
ぼ
る
。

こ
の
ほ
か
沈
恩
字

(江
蘇
)、
孫
雄

(京
師
大
町
四
主
主
文
科
監
督
)
及
び
楊
度

(内
閣
統
計
局
長
)
な
ど
が
出
身

・
{
貫
官
奨
働
の

一
律
廃
止
に
賛
成
し
、

総
長
森

(京
師
女
子
準
堂
監
督
)
ら
が
出
身
授
輿
だ
け
は
暫
時
存
績
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
結
局
、
準
堂
奨
勘
廃
止
案
は
二
つ
に
分
割
し
て
採
決

が
取
ら
れ
、
賓
官
奨
働
廃
止
案
は
大
多
数
の
賛
成
に
よ
り
成
立
、
出
身
授
輿
の
廃
止
案
も
出
席
者

一
四
O
名
の
う
ち
八

O
名
の
賛
成
を
得
て
通

(
侃
)

過
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
試
験
制
度
に
つ
い
て
も
、
閏
六
月

一一

日
に
聞
か
れ
た
第

一
二
次
大
曾
に
お
い
て
、
撃
部

・
提
皐
使
に
よ
る
覆
試
と

撃
堂
で
の
卒
業
試
験
を
そ
れ
ぞ
れ
廃
止
す
る
議
案
が
賛
成
多
数
で
成
立
を
見
た
。

中
央
教
育
舎
と
い
う
場
で
皐
堂
奨
蹴
が
否
定
さ
れ
た
以
上
は
、
同
学
部
と
し
て
も
奨
闘
の
抜
本
的
改
革
に
着
手
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
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た
。
だ
が
七
月

一
一
日
に
皐
部
が
上
奏
し
た
改
訂
の
方
針
は
、
{
貫
官
奨
勘
は
文
官
考
試
任
用
章
程
を
施
行
し
た
日
を
以
て

一
律
に
停
止
す
る
と

し
な
が
ら
、
出
身
の
授
輿
は
従
来
通
り
科
奉
時
代
の
名
稽
を
踏
襲
し
た
形
で
存
績
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
大
皐
卒
業
生
に
撃
士
競
、

高
等
専
門
拳
校
に
得
業
土
競
を
授
輿
す
る
ほ
か
中
向
学
校
以
下
に
は
特
定
の
向
学
位
を
輿
え
な
い
日
本
の
制
度
を
模
倣
す
る
こ
と
は
、
地
方
に
お
け

る
普
通
教
育
の
普
及
状
況
か
ら
い
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
「
も
し
こ
れ
ま
で
枇
舎
習
慣
と
し
て
隼
重
し
て
き
た
栄
名
を
全
て
改
め
て
撤
廃
し
て

(
河
)

し
ま
え
ば
、
恐
ら
く
人
々
を
鼓
舞
し
て
撃
校
〔
教
育
〕
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
挙
部
が
奨
励
制
度
を
改
め
た
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
清
朝
そ
の
も
の
が
崩
壊
を
迎
え
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
し
て
辛
亥
革
命
に
よ
り
成
立

一
九
一

二
年
一
月
一
九
日
に
清
朝
か
ら
濁
立
し
た
各
省
に
封
し
て
打
電
し
た

「普
通
教
育
暫
行
線
法
」
に
お
い

(
九
)

て
、
撃
堂
奨
励
の
全
面
撤
廃
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
中
華
民
闘
の
数
育
部
は



か
く
し
て
撃
堂
奨
働
は
数
育
界
か
ら
の
塵
力
に
よ
り
そ
の
内
容
の
嬰
更
を
鈴
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
陳
曾
佑
に
代
表
さ
れ
る
か
つ
て

の
朝
廷
内
で
の
奨
蹴
批
判
と
数
育
界
の
そ
れ
と
は
、
官
僚
機
構
や
園
民
教
育
へ
の
悪
影
響
を
根
擦
と
し
て
い
る
黙
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
動
き
が
辛
亥
革
命
を
目
前
に
控
え
た
宣
統
年
聞
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て

は
、
江
蘇
教
育
線
曾
で
の
意
見
聴
取
に
始
ま
っ
て
曲
学
堂
奨
蹴
が
全
園
レ
ベ
ル
で
の
教
育
園
龍
や
議
政
機
関
に
お
い
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く

二
度
に
わ
た
る
園
曾
開
設
請
願
運
動
(
光
緒
三
四
年
・
官
一
統
元
年
)
と
、
各
省
諮
議
局
・
資
政
院
の
開
曾
(
そ
れ
ぞ
れ
官
一
統
元
年
と
三
年
)

(η) 

と
い
っ
た
立
憲
運
動
の
高
ま
り
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

過
程
が
、

江
蘇
教
育
線
曾
数
育
法
令
研
究
舎
の
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
る
直
前
、
「
数
育
雑
誌
』
に
顧
賓
の
「
息
子
堂
奨
励
を
論
ず
」
と
い
う
長
文
の
論

説
が
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。
顧
賓
は
ま
ず
、
王
朝
権
力
に
服
従
す
る
者
に
の
み
利
旅
の
遁
を
聞
く
と
い
う
数
千
年
来
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た

数
育
の
在
り
方
は
「
専
制
治
制
」
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
園
民
の
濁
立
し
た
人
格
と
債
値
判
断
を
喪
失
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
非
難
す

る
。
彼
に
よ
れ
ば
奮
来
の
科
奉
は
「
専
制
」
の
基
礎
で
あ
り
、
向
学
堂
奨
闘
は
「
科
奉
の
精
神
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
方
で
撃
堂
は
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来
る
べ
き
「
立
憲
政
髄
」
の
基
礎
で
あ
り
、
「
撃
堂
の
精
紳
」
は
「
逼
徳
」
す
な
わ
ち
「
責
任
心
」
を
持
つ
自
立
し
た
園
民
の
育
成
に
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
「
専
制
」
の
象
徴
で
あ
る
撃
堂
奨
勘
は
来
る
べ
き
「
立
憲
政
瞳
」
と
は
相
容
れ
な
い
と
断
ず
る
。
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
、
科
奉
の
時

代
に
は
官
と
民
は
不
平
等
の
地
位
に
あ
っ
て
、

四
民
の
う
ち
た
だ
士
の
み
が
科
奉
を
通
じ
て
官
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
挙
堂
の
時
代
で
は

も
は
や
官
は
農
・
工
・
商
な
ど
と
互
い
に
平
等
の
地
位
に
あ
る
一
種
の
職
業
に
す
ぎ
な
い
。
科
奉
が
専
ら
「
官
材
」
を
養
成
し
て
い
た
の
に
封

し
、
挙
堂
は
多
様
な
「
民
材
」
を
養
成
す
る
た
め
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
準
堂
の
卒
業
生
に
「
奉
人
」
や
「
康
生
」
と
い
っ
た
、
王
朝
権
力
か
ら

人
格
を
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
科
奉
時
代
の
稽
競
を
輿
え
る
の
は
矛
盾
し
た
行
震
で
あ
っ
て
、
撃
堂
奨
蹴
に
よ
っ
て
授
奥
さ
れ
る
出
身
は
も

(

刊
は

)

は
や
「
空
名
目
」
に
す
ぎ
な
い
と
も
主
張
す
る
。
顧
賓
の
こ
の
議
論
は
、
民
干
堂
奨
働
の
問
題
を
「
専
制
」
と
「
立
憲
」
、
「
官
」
と
「
民
」
と
い

(
九
)

う
立
憲
運
動
に
積
極
的
で
あ
っ
た
知
識
人
た
ち
の
聞
で
庚
く
認
識
さ
れ
て
い
た
政
治
龍
制
の
封
立
構
園
の
な
か
で
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
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園
民
数
育
は
王
朝
園
家
の
維
持
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
歎
の
前
提
と
し
て
い
た
陳
曾
佑
(
な
い
し
羅
振
玉
)
の
奨
勘
改
革
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論
と
は
明
ら
か
に
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
資
政
院
や
中
央
教
育
曾
な
ど
で
奨
励
を
批
判
し
た
人
物
た
ち
が
、
賓
官
奨
働
の
み
な
ら
ず
出
身
授

血
ハ
に
封
し
で
も
こ
れ
を
「
虚
名
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
撤
廃
を
強
く
主
張
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
顧
賓
と
同
じ
よ
う
な
教
育
観
に
立
脚
し
、
王

(
九
)

朝
図
家
か
ら
の
人
格
認
定
を
「
専
制
治
制
」
に
よ
る
教
育
統
制
と
し
て
拒
絶
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

清
末
の
立
憲
改
革
は
、
「
君
民
の
一
健
化
」
「
上
下
の

一
鰭
化
」
を
進
め
る
こ
と
で
穏
制
の
維
持
を
園
る
朝
廷
の
思
惑
を
越
え
て
、
開
明
的
な

紳
士
や
知
識
人
た
ち
に
と

っ
て
は
専
制
憧
制
を
打
破
し
「
民
権
」
の
伸
張
を
目
指
す
運
動
に
特
化
し
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
教
育
の
面

か
ら
貰
現
す
る
に
は
、
出
身

・
{貫
官
と
い

っ
た
「
虚
栄
」
か
ら
皐
堂
の
向
学
生
た
ち
を
開
放
し
て
撃
堂
数
育
を
「
民
材
」
育
成
の
場
と
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
蘇
州
府
公
立
中
山
学
堂
監
督
の
衰
希
洛
が
向
学
生
た
ち
に
向
か
っ
て
昨
今
の
朝
廷
の
不
甲
斐
な
さ
を
非
難
し
た
う
え
で
、

「
侍
む
べ
き
は
諸
君
ら
の
よ
う
な
少
年
だ
け
で
あ
る
。
諸
君
ら
は
官
途
に
入
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
虚
栄
は
慕
う
べ
き
で
な
い
こ
と
を
決
し
て

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
訓
話
を
行
い
、
卒
業
後
の
奨
閥
申
請
を
希
望
す
る
筆
生
に
封
し
で
も
こ
れ
を
戒
め
た
と
い
う
事
賓
に
も
よ
く
現

(

竹

川

)

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
立
憲
改
革
の
進
展
と
と
も
に
、
息
一
e

堂
奨
働
撤
廃
を
め
ぐ
る
議
論
は
皐
生
を
王
朝
権
力
か
ら
引
き
離
し
て
立
憲
汲
の
紳
士

な
い
し
知
識
人
た
ち
の
側
へ
取
り
込
む
た
め
の
い
わ
ば
政
治
的
闘
争
へ
と
壁
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
国
家
が
示
す
遁
徳
規
範
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を
遵
守
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
立
身
出
世
を
約
束
す
る
拳
堂
奨
励
が
「
専
制
」
の
遺
物
と
し
て
否
定
さ
れ
た
の
は
必
然
的
な
蹄
結
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

お

わ

り

本
稿
で
の
検
討
を
も
と
に
、
「
奏
定
皐
堂
章
程
」
の
制
定
か
ら
辛
亥
革
命
に
至
る
ま
で
に
皐
堂
奨
勘
が
た
ど
っ
た
過
程
を
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
卒
業
時
の
成
績
が
基
準
を
満
た
し
た
撃
生
に
出
身
・
賓
官
を
輿
え
る
撃
堂
奨
勘
は
、
科
奉
の
思
想
・
文
化
に
釘
す
る
統
制
機
能

を
近
代
数
育
に
も
纏
承
さ
せ
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
科
奉
時
代
と
閉
じ
試
験
制
度
と
出
身
に
よ

っ
て
肇
堂
を
序
列
化
す
る

「撃
堂
の
科
奉
化
」
は
、
近
代
数
育
の
普
及
を
目
指
す
開
明
的
な
紳
士
た
ち
に
と
っ
て
も
嘗
初
は
必
要
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
事
堂
奨



助
は
有
数
に
機
能
す
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
奨
勘
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
皐
堂
数
育
の
章
一
化
は
賓
際
に
は
督
撫
以
下
の
地
方
官
や
提

撃
使
司
の
力
量
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、

逆
に
下
級
の
撃
堂
で
は
奨
励
を
目
嘗
て
に
修
業
年
限
を
切
り
つ
め
て
上
級
の
挙
堂
へ
と
飛
び
越
え
て
し

ま
う
現
象
す
ら
お
き
、
準
堂
奨
励
の
統
制
力
は
科
畢
時
代
の
そ
れ
よ
り
弱
程
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

一
方
で
朝
廷
の
内
外
で

は
早
い
時
期
か
ら
園
民
数
育
普
及
の
観
黙
に
立
つ
撃
堂
奨
勘
批
判
が
起
き
、
こ
と
宣
統
年
聞
に
は
、
専
制
罷
制
の
打
破
と
立
憲
制
の
賓
現
を
目

指
す
紳
士
た
ち
が
「
拳
堂
の
科
奉
化
」
を
痛
烈
に
非
難
し
て
拳
部
に
奨
助
制
度
の
縛
換
を
迫
っ
た
。
科
奉
に
代
わ
る
べ
く
導
入
さ
れ
た
剛
晶
子
堂
奨

聞
は
、
期
待
さ
れ
た
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
結
局
は
立
憲
振
の
紳
士
た
ち
か
ら
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
向
晶
子
堂
奨
働
と
い
う
い
わ
ば
擬
似
的
な
科
翠
韓
制
の
崩
壊
を
方
向
づ
け
た
も
の
は
、
督
撫
・
提
挙
使
に
よ
っ
て
捨
わ
れ
た

光
緒
新
政
期
に
お
け
る
地
方
敬
育
行
政
の
在
り
方
と
、
立
憲
運
動
の
進
展
と
と
も
に
粧
胎
し
た
「
官
材
」
に
封
置
さ
れ
る
「
民
材
」
の
養
成
を

強
く
意
識
す
る
数
育
観
と
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
数
育
史
研
究
で
は
国
民
数
育
普
及
の
観
酷
か
ら
、
地
方
紳
士
の
主
導
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
郷
村
の
初
等
数
育
に
関
心
が
注
が
れ
た
た
め
に
、
王
朝
園
家
と
紳
士
の
釘
立
と
い
う
よ
う
に
圃
式
が
皐
純
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

が、

「立
身
出
世
の
階
梯
」
と
な
る
べ
き
中
等
・
高
等
教
育
に
つ

い
て
は
地
方
財
政
を
掌
握
す
る
省
権
力
の
存
在
も
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な

(
沌
)

ぃ
。
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
省
権
力
と

「
民
材
」
の
養
成
を
目
指
す
紳
士
た
ち
と
の
関
係
が
、
清
末
の
み
な
ら
ず
北
京
政
府
数
育
部
の
指
導
力

- 25一

に
限
界
の
あ
っ
た
民
園
初
期
に
か
け
て
、
数
育
程
系
の
構
築
過
程
に
い
か
な
る
影
響
を
奥
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
で
は
張
之
洞
の
よ
う
な
官
僚
や
教
育
界
の
紳
士
と
い
っ
た
教
育
の
播
い
手
の
側
に
焦
貼
を
嘗
て
た
た
め
、
そ
の
受
け

手
で
あ
る
拳
生
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
察
で
き
な
か
っ
た
。
清
末
か
ら
民
園
期
に
か
け
て
の
教
育
構
造
の
全
容
を
明
ら
か
に
す

る
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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-U3
2
'
N
o
g
-
本
書
に
つ
い
て
は
平
田
昌
司

・
唐
津
靖
彦
・
高
嶋
航

の
三
氏
に
よ
る
紹
介

(「
「
明
清
科
穆
制
度
の
文
化
史
的
研
究
」
討
論

曾
開
催
報
告
」
『古
典
息
子
の
再
構
築
』
八、

二
O
O
O年
)
と
平
田

氏
に
よ
る
書
評

(『
東
洋
史
研
究
」
六

一
|
二
、
二
O
O
二
年
)
が

あ
る
。

(
2
)

h
F
hh内

M

唱。円∞

(
3
)

羅
志
悶
「
科
恕
制
的
廃
除
興
四
民
一枇
曾
的
解
健
ー
ー
ー一

個
内
地
郷

紳
眼
中
的
近
代
枇
曾
愛
議」

(『
権
勢
勝
移
1
|
|
近
代
中
図
的
思
想
、

枇
合
奥
山
学
術
』
湖
北
人
民
出
版
枇
、

一
九
九
九
年
所
牧
)、

同
「
清

季
科
恕
制
改
革
的
世
曾
影
響
」
(
『乱
世
潜
流

一
民
族
主
義
輿
民
園
政

治
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
O
O
一
年
所
収
)。

(
4
)

君
。
ご
四一

g
m
?
s
z
-叫』常

』耐
久
21活
号
制
民

、立
。

~
5
3
。
¥
忠
、
寸
ミ

hE

s

a

~

♀
"
是
認
阿
認
さ
き
H
N
S
h
Hh
H

3
・

P
D円

。

『

『

O
『

HW
E〉

印

E

T

E

5‘
出
血

H
Z
H
ι
C
2
2
5
q
w
H由由。
、
及
び
中
村
哲
夫

『近
代

中
園
枇
曾
史
研
究
序
説
」
(
法
律
文
化
枇
、

一
九
八
四
年
)
第
八
章

「科
傘
健
制
の
蹴
域
」
を
参
照
。
な
お
科
撃
と
近
代
築
制
の
統
合
は
、

新
政
を
推
進
し
た
官
僚
暦
と
科
奉
に
よ
り
恩
恵
を
受
け
て
い
た
紳
士

暦
と
の
あ
る
種
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
だ
と
す
る
解
稼
も
あ
る
。
周

振
鱒
「
官
紳
新

一
一
輪
歎
契
的
成
立
|
|
論
清
末
的
庭
科
翠
興
凪
主主
的

一
枇
曾
文
化
背
景」

(「
復
旦
曲
学
報
(
枇
曾
科間
四千
)
』
一

九
九
八
|
四
)

(
5
)

臨
時
霊
神
間
習
慣
調
査
舎

『清
園
行
政
法
』
(一

九

一
O
l
一
四
年
)

第
三
巻
、
五
一一一

1
五
三
四
頁
、
及
び
商
術
塗

『清
代
科
懇
考
試
述

鍬
』
(
生
活

・
讃
書

・
新
知
三
聯
書
庖
、

一
九
五
八
年
)
一

七
四
!

一
七
六
頁
が
準
堂
奨
励
の
制
度
的
側
面
に
お
け
る
最
も
詳
細
な
紹
介

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
奏
定
準
堂
奨
励
章
程
」
・
「
奏
定
各
町
晶
子
堂
考

試
章
程
」
な
ど
の
章
程
類
を
敷
街

・
説
明
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

(6
)

阿
部
洋

『中
園
近
代向
学
校
史
研
究
|
|
清
末
に
お
け
る
近
代
祭
校

制
度
の
成
立
過
程
|
|
』
(
一
脇
村
出
版
、

一
九
九
三
年
)
二

0
1
二

一
、
二
二

O
l
--
一一一

頁
。

(
7
)

閥
暁
紅

『晩
清
向
学
部
研
究
』
(
庚
東
数
育
出
版
壮
、
二

O
O
O年
)

一
八
七
!
一
九

一
頁
、
程
立
鶴

『清
末
数
育
西
潮
|
|
中
菌
数
育
現

代
化
之
萌
芽
』
(
図
立
編
誇
館
、

二
O
O
二
年
)、
八

一一一一
1
八
三
五

頁
。
た
だ
し
開
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
同
学
部
お
よ
び
朝
廷
内
部

に
お
け
る
改
革
論
議
だ
け
で
あ
り
、
麗
氏
は
教
育
界
の
奨
働
批
判
も

紹
介
し
て
い
る
が
、
江
蘇
数
育
縛
曾
や
全
園
数
育
総
合
連
合
舎
の
提

案
な
ど

一
部
に
と
と
ま

っ
て
お
り
そ
の
前
後
の
資
政
院
や
中
央
数
育

舎
で
の
議
論
に
は
ま

っ
た
く
畑刷れ
て
い
な
い
。

(8
)

巴
ヨ
吉
岨
毛
ミ
-
石
田
H
N
1
2

白
紳
士
と
近
代
数
育
の
閥
連
に
か

か
わ
る
エ

ル
マ
ン
氏
の
認
識
は
、

ω田
正
、
切
O
『
門

7
2
5
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同
h
p
h
S
3
3

2
札
旬
。
ロ
ミ
(り宮、
Nhe内
言
(
り
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お
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叫
コ
だ
句
"
句
、
三
刊
誌
句
。
¥
之
尽
に
口
俗
、
、
N

N

円、
ehe
出
0
0〈
め
円
【
『

H印
C
E
r
oコ
カ

『

命
的

MY
H由∞
ω
e唱
力

也

ωl
H()ω

、

日

υ
ω
z

一

]

切

E
-ヲ

勾
ミ
宅
1
2
R
E
HU
Sち
な
e
(
UE
お
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言
同
Ikt
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急
M

叫コ。

gEahr

h
u
。』VNhh
目
、
同
札Hhn-b
h
N
S
N
N
W
W
M
円
白
、
守
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宮
崎
、
Hhh
m
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干
のS
N
H
N
E
V
、(
u
b
H2
H4
何
全
ロ
'

E円

m
r
Cロ
戸
〈
O
『
印
】『
て

?

巾

印

印

L
S
o
d官
官
ご
也
H
N
O

-
-
ω
白
日
也
、
な

ど
欧
米
の
研
究
成
果
に
綴

っ
て
い
る
。

地
方
紳
士
に
よ
る
数
育
活
動

に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
高
田
幸
男
氏
の
「
清
末
地
域
鮎
舎
と
近
代

教
育
の
導
入
|
|
加
熱
錫
に
お
け
る

「教
育
界
」

の
形
成
||
」
(
紳

回
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
纂
委
員
曾
編

『清
朝
と
東
ア
ジ
ア
』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
所
牧
)
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
論
考

の
ほ
か
、
朱
鵬
「
清
末

・
民
初
中
園
に
お
け
る
地
方
向
学
堂
の
成
立
過

- 26-
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程
に
つ
い
て
|
|
江
蘇
省
川
沙
懸
の
場
合
を
中
心
と
し
て
|
|」

(
『日
本
の
数
育
史
挙
』
一
一
一
七
、
一
九
九
四
年
)
、
同
「
巌
修
の
新
撃

受
容
過
程
と
日
本
|
|
其
の
二

・
天
津
の
紳
商
と
近
代
初
等
拳
堂
を

め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
天
理
大
祭
拳
報
』

一
九
二
、
一
九
九
九
年
)、

佐
藤
仁
史
「
清
末
・
民
園
初
期
上
海
豚
農
村
部
に
お
け
る
在
地
有
力

者
と
郷
土
数
育
|
|
『陳
行
郷
土
志
』
と
そ
の
背
景
|
|」
(
『
史
拳

雑
誌
』

一
O
八
l
一二、

一
九
九
九
年
)
、
宮
原
佳
昭
「
清
末
湖
南

省
長
沙
に
お
け
る
民
立
撃
堂
設
立
と
新
数
育
界
の
形
成
に
つ
い
て

|
|
胡
元
佼
と
明
徳
拳
堂
を
中
心
に
1

1
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
六一一

|
二
、
二

O
O
三
年
)
な
ど
近
年
多
く
の
専
論
が
現
れ
て
い
る
。

(
9
)

な
お
、
清
末
に
は
圏
内
の
祭
堂
卒
業
生
を
封
象
と
し
た
拳
堂
奨
励

と
は
別
に
光
緒
三
二
(
一
九

O
六
)
年
か
ら
留
拳
蹄
園
者
に
出
身

・

官
職
を
奥
え
る
務
皐
暴
業
生
考
試
が
賓
施
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で

は
紙
幅
の
都
合
上
検
討
の
封
象
か
ら
除
外
す
る
。
同
考
試
に
関
す
る

尊
論
と
し
て
は
宮
川
尚
子

「清
末
に
お
け
る
留
拳
蹄
園
者
を
釣
象
と

す
る
官
吏
登
用
試
験
に
つ
い
て
」
(
『寧
築
史
苑
』
四
六
、
二

O
O
一

年
)
が
あ
る
。

(
叩
)
『
飲
泳
室
合
集
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
)
文
集
て
「
愛
法

通
議
」
論
科
奉
、
二
一

l
一
三
頁
。
戊
成
愛
法
前
後
の
梁
啓
超
の
科

奉

・
撃
校
論
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
竹
内
弘
行

「梁
啓
超
の
康
有
矯

へ
の
入
門
従
撃
を
め
ぐ
っ
て
」
、
村
尾
進
「
高
木
森
々
|
|
『時
務

報
』
時
期
の
梁
啓
超
と
そ
の
周
透
||
」
(
と
も
に
狭
間
直
樹
編

『共
同
研
究
梁
啓
超
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
所
収
)
を
参
照
。

(
日
)

『張
之
洞
全
集
」
(
河
北
人
民
出
版
祉
、
一
九
九
八
年
)
第
二
所
、

奏
議
四
八
、

「安
議
科
泰
新
章
摺
」
(
光
緒
二
四
年
五
月

一
六
日
)
、

二
二

O
四
l

一
三

O
九
頁
。
た
だ
し
戊
成
嬰
法
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、

拳
堂
出
身
者
の
登
用
を
科
奉
に
よ
ら
ず
拳
堂
で
の
成
績
に
依
嫁
し
て

行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
湖
北
巡
撫
護
繕
淘
の
よ
う
な
意
見
も
あ
っ

た
。
国
家
棺
案
局
明
滑
稽
案
部

『戊
成
田
愛
法
橋
案
史
料
』
(
中
華
書

局
、
一
九
五
八
年
)
、

「湖
北
巡
撫
語
繕
淘
摺
」
(
光
緒
二
四
年
五
月

二
七
日
)
、
二
三一

l
二
三
四
頁
。

(
ロ
)
『
張
之
洞
全
集
」
第
二
加
、
奏
議
五
二
、
「
繁
通
政
治
人
才
篤
先

選
旨
韓
議
摺
」
(
光
緒
二
七
年
五
月
二
七
日
)
、
一
三
九
一
一
一
1
一
四
O

六
頁
。

(
日
)
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
二
七
年
一

O
月
丁
巳
の
係
。

(
H
H
)

天
津
の
北
洋
大
挙
堂
で
は
郷
試
参
加
の
資
格
を
得
る
た
め
に
歳
試

お
よ
び
科
試

・
銭
遣
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
四
六
名
に
の

ぼ
っ
た
た
め
、
同
晶
子
堂
で
の
修
撃
に
支
障
が
出
る
こ
と
を
恐
れ
た
直
隷

線
督
哀
世
凱
が
、
生
員
・
監
生
の
資
格
を
持
つ
間
竿
堂
拳
生
に
つ
い
て

は
各
種
の
試
験
を
免
除
し
て
直
ち
に
郷
試
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
奏
請

す
る
事
態
と
な

っ
た
。

『衷
世
凱
奏
議
』
(
天
津
古
籍
出
版
祉
、
一
九

八
七
年
)
中
所
、
「
大
挙
堂
郷
試
問
宇
生
請
克
録
遺
等
考
片
」
(
光
緒
二

八
年
五
月
二
九
日
)
、
五
五
六
頁
。

(
日
)
「
欽
定
拳
堂
章
程
」
「
欽
定
大
同
学
堂
章
程
」
、
第
四
章
向
学
生
出
身
。

(
日
)
例
え
ば
直
隷
省
の
宣
化
府
で
は
、
府
試
・
際
試
の
克
除
を
目
的
に

入
撃
す
る
拳
生
が
跡
を
絶
た
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。『
北

洋
公
憤
類
纂
』
巻
一
て
同
学
務
二
、
「
宣
化
府
請
准
各
島
一
堂
島
子
生
国
軍

克
徳
役
菓
詑
批
」
。

(げ
)
『
奏
定
事
堂
章
程
』
「
拳
務
綱
要
」
朗
宇
堂
土
木
畢
業
製
生
不
准
郷
曾

試
歳
科
考
の
係
。
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(
日
)

『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
=二

年
八
月
甲
辰
の
候
。

(川口
)

以
下
製
裳
の
卒
業
試
験
に
隣
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

『奏
定
撃

堂
章
程
」
中
の
「
奏
{
疋
各
祭
堂
考
試
章
程
」
を
参
照
。

(初
)

「
張
之
洞
全
集
」
第
三
所
、
奏
議
六
て
「
請
試
鱗
遮
減
科
奉
摺
」

(光
箱
二
九
年

一
一
月
二
六
日
)、

一
五
九
六
l

一
六
O
O頁
。

(
幻
)

『
張
之
洞
全
集
』
第
三
冊
、
電
奏

一一

、
「致
鄭
州
行
在
軍
機
慮
」

(
光
緒
二
七
年
九
月
三
O
日
)、
二
二
二
七
l
二
二
二
八
頁
。
及、ぴ

問
書
第
一

O
粉
、
電
嫡
七
八
、
「
致
開
封
鹿
術
書
」

(光
緒
二
七
年

一

O
月
六
日
)、
八
六
五

一
頁
。
同
書
第
二
冊、

奏
議
五
七
、

「鯵
{疋
肇

堂
規
模
次
第
興
緋
摺
」
(
光
緒
二
八
年
一

O
月
一
日
)
、
一
四
八
八
l

一
五
O
O頁
。

(勾
)

「
抜
之
洞
全
集
』
第

一一

般
、
電
膿
八
七
、
「
致
保
定
裳
富
保
」

(
光
緒
二
九
年
三
月
一

一
日
)
、
九

O
三
五
頁
。

(お
)

議
終
科
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
田
幸
男
「
辛
亥
革
命
期
に
お
け

る
「
悶
民
」
の
創
造
ー
ー
そ
の
初
歩
的
考
察
|

|
」
(『
近
き
に
在
り

て
」
三
九、

二
O
O
二
に
詳
し
い
分
析
が
あ
る
。

(μ
)

「奏
定
準
堂
章
程
』
「
撃
務
綱
要
」
各
肇
堂
尤
重
在
考
核
問
学
生
品

行
の
係
、
及
び
「
奏
{
疋
各
撃
堂
管
理
通
則
」
撃
生
功
諜
験
章
第
二
、

第
一
節
。
向
学
生
に
封
す
る
品
行
調
査
は
、
張
之
洞
の
手
に
よ
り
「
奏

定
準
堂
章
程
」
に
先
立
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
約
束
鼓
動
瀞
撃
生
章

程
」
に
お
い
て
初
め
て
法
定
化
さ
れ
て
い
る
。
『
張
之
洞
全
集
』
第

三
郎
、
奏
議
六

て

「
鯵
議
約
束
鼓
駒
瀞
筆
生
章
程
摺
」
(
光
緒
二
九

年
八
月
一
六
日
)
、
一
五
八

O
I
一
五
八
六
頁
。

(

お

)

聞
け

S
ロ日向。
・
。v
n
t
h
-
司

吋

(

)

(お
)

銭
周
愛
情

・
金
林
鮮
主
編

『中
園
近
代
挙
制
比
較
研
究
』
(
庚
東
数

育
出
版
社
、

一
九
九
六
年
)
八
四
l
八
六
頁
、
お
よ
び
迂
腕

『清
末

中
園
封
日
数
育
視
察
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
第
七

章
「
張
之
洞
の
拳
制
推
進
と
そ
の
限
界
」
参
照
。

(幻
)

羅
振
玉
「
敬
育
賛
言
八
則
」

『数
育
世
界
』
一
二

、
壬
寅

(光
緒

二
八
年
)
二
月
上

(琢
盆
珪
・
唐
良
炎
編

『
中
園
近
代
数
育
史
資
料

柔
編
山
学
制
演
繁
』
上
海
数
育
出
版
枇
、

一
九
九

一
年、

一
五

一
l

一
五
五
頁
所
牧
)。

(お
)

縫
振
王
「
肇
制
私
議
」

『数
育
世
界
』
二
四
、
壬
寅

(光
緒
二
八

年
)一一一
月
下

(同
前
書
、

一
五
五
l

二
ハ

一
頁
所
収
)。

(
m
U
)

張
春
研
究
中
心

・
南
通
市
園
書
館
編
『
張
春
全
集
』
(
江
蘇
古
籍

出
版
枇
、

一
九
九
四
年
)
第

一
巻
、
「
愛
法
卒
議
」
、
四
八
!
七
六
頁
。

「
安
法
卒
議
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
喜
久
男

『張
容
と
辛
亥

革
命
』
(北
海
道
大
挙
出
版
舎
、
一

九
八
五
年
)
、
一
九
五
l
一
九
九

頁
、
章
開
況

『開
拓
者
的
足
跡

l
|張
春
傍
稿
』
(
中
華
書
局
、

一

九
八
六
年
)、
一

二一一
l
一
二
五
頁
(
藤
岡
喜
久
男
誇

『張
審
侮
稿

中
園
近
代
化
の
パ
イ
オ
ニ
ア
』
東
方
書
庖
、
一
九
八
九
年
、
二
二
三

l
一
三
六
頁
)
を
参
照
。

(ω
)
『張
響
全
集
』
第
三
巻、

「遁
州
師
範
良
子
校
議
」
、

一一‘
，t

一
六
頁
。

(
出
)

『
撃
部
官
報
』

一
三
、
光
緒
三
三
年

一
月
一
一
一
日
「
修
改
各
挙
堂

考
試
章
程
摺
」
。

(日記
)

た
だ
し
、
宣
統
元
年
九
月
に
は
高
等
拳
堂
の
卒
業
生
は
北
京
に
お

い
て
撃
部
が
、
中
間
学
堂
の
卒
業
生
は
省
城
に
お
い
て
提
準
使
が
そ
れ

ぞ
れ
覆
試
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
試
験
制
度
の
集
権
化
が
再
び
園

ら
れ
て
い
る
。
『
印
宇
部
官
報
』
一

O
五
、
宣
統
元
年

一
O
月
初

一
日

「
奏
各
省
高
等
祭
堂
畢
業
擬
一
律
調
京
覆
試
再
行
奏
奨
娃
擬
定
搬
拳
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不
賓
慮
分
摺
」
・
「
附
奏
各
省
中
盤
堂
畢
業
問
字
政
均
由
提
拳
使
覆
試
酌

定
等
第
再
行
詳
請
苔
部
奏
奨
片
」
。

(
お
)

同
註
(
お
)
。

(
M
)

高
等
小
撃
堂
の
卒
業
生
に
つ
い
て
は
、
官
一
統
三
年
正
月
か
ら
提
向
晶
子

使
の
権
限
で
生
員
の
出
身
を
授
輿
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。『
撃

部
官
報
』
一

四
O
、
宣
統
二
年

一一

月

一
日
「
杏
覆
漸
江
巡
撫
通
苔

各
省
督
撫
嗣
後
高
等
小
拳
畢
業
先
由
該
省
皐
司
分
別
給
奨
文
」
。

(
お
)
執
照
は
進
士

・
翠
人
・

貢
生
の
場
合
は
皐
部
が
、
生
貝
の
場
合
は

提
拳
使
司
が
緩
行
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。「
事
部
官
報
』
六
回、

光
緒
三
四
年
八
月
初

一
日
「
酌
擬
各
皐
堂
畢
業
請
奨
挙
生
執
照
章
程

摺」
。

(
お
)
『
撃
部
官
報
』
一
一
一
二
、
宣
統
二
年
五
月
初
一
日
「
奏
遵
議
那
省

各
高
等
小
島
平
堂
畢
業
生
請
奨
分
別
准
駁
摺
」
、
及
び

『製
部
官
報
』

一
四
七
、
宣
統
三
年
二
月
二

一
日

「
奏
議
覆
湖
北
省
城
内
外
各
高
等

小
拳
堂
畢
業
生
請
奨
摺
」
。

(
幻
)
『
内
閣
官
報
』
二
て
宣
統
三
年
七
月
一
一
一
日
「
撃
部
奏
漸
江
杭

州
府
等
府
豚
中
島
一
堂
宣
統
元
年
下
同
学
期
畢
業
各
生
照
章
請
奨
摺
」
、

及
び

『内
閣
官
報
』
五
二
、
宣
統
三
年
八
月
一一一一一
日
「
事
部
奏
所
江

各
属
中
撃
堂
畢
業
業
奨
詑
附
奨
補
行
覆
試
各
生
摺
」
o

(お

)
2
5
m
4
一-2吉
岡u

叫

Jr
♀
宮
内
認
の
さ
ミ

~
U
E
2
3
叫

J言、

』

N
O
N同

3
」
く

3
m
R
S
H
b
〔U
S
S
ミ
〔
u
b
3
2内

h
E
Q
R
H
C
E〈
命
吋
印
日
門
可

O
『

d
〈

g
E口
四
円
O
口
四
日
U
H
2
P
H
U
印
印
の
宮
ユ
言
。
を
参
照
。

(
ぬ
)

官
一
統
元
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
高
等
小
皐
堂
の
在
籍
拳
生
数

(爾

等
小
島
干
堂
を
除
く
)
で
は
湖
北
省
は
一
一
、
三
七
七
人
で
全
図
二
番

目
、
直
隷
省
は
九
、
四
六
七
人
で
四
番
目
と
な
っ
て
お
り
、
江
蘇
省

で
も
五
、
八
一

O
人
と
な
っ
て
い
る
。
皐
部
線
務
司
編
『
宣
統
元
年

分
第
三
次
数
育
統
計
圃
表
』

「各
省
普
通
民
主
基
準
生
統
計
表
」
(陳聞字

情
主
編

『中
園
近
代
数
育
史
教
皇
参
考
資
料
』
下
品
川
、
人
民
教
育
出

版
枇
、
一
九
八
七
年
、
三
三
七
l
三
二
八
頁
所
収
)
。

(ω)
『申
報
』
宣
統
二
年
一
月
六
日
「
無
錫
侯
鴻
鑑
第
三
次
上
奨
提
拳

使
意
見
書
」
。

(
H
U
)

『朗
宇
部
官
報
』
八
、
光
緒
三
二
年
一

O
月
一
一
一
日
「
署
閤
漸
線
督

附
奏
高
等
挙
堂
第
一
班
難
業
生
請
按
中
曲
学
堂
課
程
畢
業
給
予
文
窓

片
」
な
ど
を
参
照
。
修
業
年
限
が
四
年
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

光
緒
二
九
年
設
立
以
前
の
中
撃
堂
が
山
東
省
の
拳
堂
試
緋
章
程
(
巡

撫
裳
世
凱
が
光
緒
二
七
年
九
月
に
制
定
、
『
蒙
世
凱
奏
議
』
上
皿山、

「
遵
旨
改
設
撃
堂
酌
擬
試
塀
章
程
摺
」
、
三
一
七
l
三
四
O
頁
)
お

よ
び
「
欽
定
準
堂
章
程
」
に
準
じ
て
四
年
の
教
育
課
程
を
設
置
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

(
必
)
『
挙
部
官
報
』
四
一
、
光
緒
一
一
一
一
一
一
年
一
一
月
一
日
「
議
覆
一
碕
建
師

範
民
平
堂
奨
励
摺
」
。

(刊日
)

『
申
報
』
光
緒
三
四
年
六
月
一
一
六
日

「
松
江
府
中
撃
堂
監
督
等
菓

松
府
文
」
。
同
中
間
宇
堂
で
は
結
局
こ
の
年
の

一
二
月

一一

日
に
卒
業

試
験
を
賓
施
し
て
い
る
。

(
M
H
)

『撃
部
官
報
』
五
三
、
光
緒
三
四
年
四
月

一一

日
「
奏
准
各
項
印
字

堂
限
制
招
考
章
程
摺
」
、
お
よ
び
『
申
報
』
宣
統
二
年
一
一
月
一
一

日
「
郭
提
撃
封
於
高
等
小
事
招
生
之
意
見
」
。

(日目)

以
下
上
奏
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
御
史
陳
曾
佑
奏
請
繁
通
拳
堂

畢
業
奨
励
出
身
摺
」
『
東
方
雑
誌
』
二
|
一
て
光
緒
三
一
年
一
一

月
二
五
日
、
を
参
照
に
し
た
。
上
奏
の
日
附
は

「
大
清
徳
宗
景
皇
帝
賓
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録
」
光
緒
一一一
一
年
八
月
庚
戊
の
僚
に
よ
る
。
陳
曾
佑
は
光
緒

一
五
年

の
進
士
で
、
こ
の
上
奏
の
翌
年
に
各
省
の
撃
政
が
駁
止
さ
れ
て
提
肇

使
が
設
置
さ
れ
た
際
、
甘
粛
省
の
初
代
提
印
字
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

(
M
W
)

新
聞
へ
の
掲
載
は

『申
報
』
が
八
月
二
八
日
、
「大
公
報
』
が
九

月
五
日
と
六
日
。

(
幻
)

『
大
公
報
』
光
緒
三
一

年
九
月
一

一
日
「
皐
生
出
身
曾
議
」
、
同

九
月

一
四
日
「
筆
生
出
身
未
定
」
。『
申
報
』
光
緒
一一一一年
九
月

一
七

日
「
曾
議
改
定
祭
堂
出
身
章
程
」
、
同
九
月
二
四
日

「
曾
議
陳
奏
遮

問
、

(必
)

『
張
元
済
詩
文
』
(
商
務
印
書
館
、

一
九
八
六
年
)
一
三
七
頁

「
請
勿
持
脚
弘
通
奨
励
筆
生
一
章
程
血
ハ
愛
通
奨
励
混
而
第

二
。
こ
の
文

章
に
は
日
附
が
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、
向
学
部
侍
郎
般
修
の
光
緒
三
二

年
四
月

一一

日
の
日
記
に
「
菊
生
〔
張
元
済
の
字
〕
駁
奨
励
摺
不
感

興
摘
納
保
参
合
而
第
二
と
い
う

一
節
が
あ
る

(同
書
編
集
委
員
曾

編

『股
修
日
記
』
南
開
大
祭
出
版
祉
、

二
O
O
一
年
)
の
で
、
同
年

の
四
月
初
旬
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
張
元
済
は
前
年

一一一
月

に
戊
成
政
愛
で
剥
奪
さ
れ
た
刑
部
主
事
の
原
官
を
開
復
せ
ら
れ
、
等

部
参
事
鵬
行
走
の
身
分
で
教
育
政
策
の
策
定
に
参
興
し
て
い
た
。

(ω
)
『張
元
済
詩
文
」

一
一二
八
i
一
三
九
頁
「
草
擬
各
都
十
堂
畢
業
生
待

遇
章
程
」
。
前
註
で
穆
げ
た
史
料
に
お
い
て
張
は
「
遁
奉
頒
示
林
君

瀬
旅
所
擬
後
通
祭
生
奨
附
摺
稿
。
展
開
之
下
、
様
相
州
其
立
論
至
賞、

探
本
自
財
源
、
淘
足
施
行
無
弊
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
林
瀬
深
が

起
草
し
た
奏
稿
も
お
そ
ら
く
同
様
の
趣
旨
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
れ
る
。

(
切
)

『巌
修
日
記
」
丙
午
〔
光
緒
三
二
年〕

四
月

一
四
日
、
お
よ
び

『申
報
』
光
緒
三
二
年
五
月
四
日
「
議
復
祭
生
奨
励
之
博
開
」
。
た

だ
し

『申
報
』
の
記
事
で
は
、
接
部
が
意
見
を
求
め
た
の
は
大
製

品旦

・
誇
向
学
館
と
賓
業
朗
字
堂
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
日
)

『申
報
』
光
緒
三
三
年
四
月
一一
六
日
「
挙
部
奏
准
畢
業
生
不
奨
寅

官」
、
『大
公
報
』
同
七
月

一
七
日
「
繁
通
製
品
具
奨
励
秘
法
」
、
『申

報
』
同
七
月
二
O
日
「
掛
昼
過
肇
堂
奨
励
新
章
勝
次
出
奏
」
。

(
臼
)

『
申
報
』
光
緒
三
二
年
六
月
五
、

六
、
七
、

一
O
日

「
工
部
主
事

劉
待
星
製
部
代
奏
稿
」
。

(
臼
)
註

(
7
)
開
暁
紅
前
掲
書
、

一
八
九
l

一
九
O
頁
。

(
日
)

「
申
報
』
{亘
統
元
年
一

O
月
一
八
日
「
李
皐
士
奏
請
耕民一
週
刊
学
堂
奨

働
」
、
『大
公
報
」
{亘
統
元
年

一
O
月
一
一一
二
日
「
擬
裁
手
堂
奨
励」
。

(
日
)
一

連
の
経
過
は
高
田
幸
男

「
江
蘇
数
育
総
舎
の
誕
生
l
1数
育
界

に
見
る
清
末
中
園
の
地
方
政
治
と
地
方
エ
リ
ー
ト
|
|
」

(
『駿
牽
史

的芝

一
O
三
、

一
九
九
八
年
)
一

九
l
一
一一二一
貝
に
詳
し
い
。
準
額
と

は
周
知
の
よ
う
に
元
来
は
科
奉
健
制
下
に
お
け
る
府
州
豚
撃
の
合
絡

定
員
で
あ
る
が
、
清
末
の
皐
堂
に
お
い
て
も
高
等
教
育
機
閥
で
は
各

省
ご
と
、
中
等
教
育
機
関
で
は
府
州
豚
ご
と
に
撃
額
を
厳
格
に
定
め

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
配
分
は
し
ば
し
ば
紛
争
の
要
因
と
な

っ

た
。

(
日
)

『申
報
』
光
緒
三
一

年
九
月
二
七
日
「
論
準
堂
仕
進
不
宣
混
合
篤

二
、
及
び
蛤
笑
「
撃
校
貢
懇
ね
談
」

『東
方
雑
誌
』
凶

|
五
、
光
絡

一二
三
年
五
月
二
五
日
。

(
日
)

荘
食
「
論
小
向
学
教
育
」
「
教
育
雑
誌
』
一
一

一
、
官
一統
元
年
二
月

二
五
日
。

(
日
)

『
申
報
』
官
一統
元
年

一
O
月
一一一一一
日

「江
蘇
省
杭
皐
無
錫
侯
鴻
鑑
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上
撃
部
意
見
書
(
績
)
」
。

(
印
)
同
註

(ω)。

(
印
)

「
江
蘇
教
育
線
曾
開
己
酉
常
年
大
舎
」

『数
育
雑
誌
』

宣
統
二
年
九
月
二
五
日
。

(
引
)
「
数
育
法
令
研
究
曾
報
告
研
究
各
祭
堂
奨
蹴
章
程
」
『
数
育
雑

誌
』
二
六
、
宣
統
二
年
六
月
二
五
日
。

(
臼
)

「
数
育
宗
旨
」
は
新
政
期
に
お
け
る
清
朝
の
数
育
理
念
を
宣
言
し

た
も
の
で
、
光
緒
三
二
年
に
後
布
さ
れ
、
「
忠
君
」
・
「
隼
孔
」

・
「向

公」

・
「
向
武
」
・
「
倫
賓
」
の
五
つ
の
徳
目
を
そ
の
骨
子
と
し
て
い
た
。

『
拳
部
官
報
』
て
光
緒
三
二
年
七
月
初
一
日
「
奏
請
宣
示
数
育
宗

旨
摺
」
。

(
臼
)

以
上
の
記
述
は
、

『宣
統
二
年
第
一
次
常
年
曾
資
政
院
曾
議
速
記

録
」
(
東
京
大
挙
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
)
「
第
二

O
競
議
場
速
記

録
」
・
「
第
四
一
競
議
場
速
記
録
」
と
、

『申
報
』
宣
統
二
年
二
一
月

一六
日
「
資
政
院
駿
止
拳
堂
奨
励
之
意
見
」
に
よ
っ
た
。

(
臼
)
『
申
報
』
宣
統
二
年
一
一
月
二

O
日

「拳
部
負
因
不
服
之
答
復
」
。

(
白
)
「
各
省
数
育
線
曾
聯
合
曾
舎
議
議
決
案
」
許
新
城
『
近
代
中
園
数

育
史
料
』
(
中
華
書
局
、
一
九
一
一
一
一
一
一
年
)
第
三
粉
、
二

O
O
-
-
一一

三
頁
。

(
伺
)
日
本
の
高
等
数
育
曾
議
に
な
ら
っ
て
曲
学
部
が
奏
設
し
た
教
育
行
政

の
諮
問
機
闘
。
舎
員
の
構
成
は
、
向
晶
子
部
の
左
右
丞

・
各
司
長
を
は
じ

め
と
す
る
官
側
の
代
表
と
、
各
省
皐
務
公
所
の
構
成
員
お
よ
び
数
育

線
曾
正
副
曾
長
、
曲
学
堂
の
監
督

・
数
貝
な
ど
か
ら
提
拳
使
が
推
奉
し

た
地
方
の
代
表
か
ら
な
っ
て
い
た
。
中
央
数
育
舎
の
舎
議
は
辛
亥
革

命
の
直
前
に
一
ヶ
月
間
関
か
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
園
庫
補
助
小

。

挙
経
費
案
や
試
緋
義
務
教
育
案
、
軍
園
民
教
育
案
、
な
ど
初
等
教
育
に

か
か
わ
る
も
の
を
中
心
に
一
二
の
案
件
が
議
決
さ
れ
た
。
註

(
7
)

開
暁
紅
前
掲
書
、
四
三
六
l
四
六
八
頁
を
参
照
。

(
幻
)

『申
報
』
宣
統
三
年
六
月
二
三
、
二
四
日
「
唐
蔚
之
侍
郎
致
中
央

品
以
育
舎
説
帖
」
。

(
m
m
)

以
上
、
中
央
教
育
舎
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
主
と
し
て

『申

報
」
宣
統
三
年
間
六
月
八
日

「中
央
教
育
舎
第
六
次
大
曾
紀
」
に
よ

り
、
『
大
公
報
』
宣
統
三
年
間
六
月
五
日
「
中
央
教
育
曾
記
事
」
を

併
せ
て
参
照
し
た
。

(
印
)
『
申
報
』
官
一
統
三
年
間
六
月
一
九
日
「
中
央
敬
育
曾
第
十
二
次
大

舎
紀
」
。

(
初
)
『
内
閣
官
報
』
二
O
、
宣
統
三
年
七
月
二
O
日
「
事
部
曾
奏
酌
擬

停
止
各
向
学
堂
賓
官
奨
励
控
定
畢
業
名
稽
摺
」
。
た
だ
し
、
抜
貢

・
優

貢

・
歳
貢
は
貢
生
に
、
康
生

・
増
生
・
附
生
は
生
員
に
名
裕
が
統
一

さ
れ
た
。

(η)

『
臨
時
政
府
公
報
』
四
、
一
九
一

二
年
二
月

一
日
「
普
通
数
育
暫

行
線
法
十
四
候
」
。

(η)
光
緒
三
一
(
一
九
O
五
)
年
前
後
か
ら
宣
統
末
年
に
至
る
立
憲
運

動
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
張
朋
園

『立
憲
汲
輿
辛
亥
革
命
』
(
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
九
年
)
、
張
玉
法
『
清
季
的
立
憲

園
健
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
七

一
年
)
、
侯
宜
木
…

『二
十
世
紀
初
中
園
政
治
改
革
風
潮
|
|
清
末
立
憲
運
動
史
』
(
人

民
出
版
祉
、
一
九
九
三
年
)
、
意
慶
逮
・
高
放

・
劉
文
源

『清
末
憲

政
史
』
(
中
園
人
民
大
祭
出
版
社
、

一
九
九
三
年
)
な
ど
を
参
照
。

(刊
日
)
顧
賓

「論的
学
堂
奨
蹴
」
『数
育
雑
誌
』
二

l
五、

世田一統
二
年
五
月
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一
O
日
。
顧
賓
は
日
本
大
準
法
科
に
向
田
撃
し
、
蹄
園
後
は
爾
贋
優
級

師
範
撃
堂
の
幽
文
教
員
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

(
九
)

そ
も
そ
も
科
泰
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
支
配
者
へ
の
服
従
精
紳
、

即
ち

「
奴
性
」

(
奴
隷
根
性
)
の
存
在
が
中
園
に
お
け
る
専
制
捜
制

の
長
期
持
績
を
支
え
て
き
た
と
い
う
議
論
は
、
日
本
亡
命
後
の
梁
啓

起
に
よ
っ
て
つ
と
に
な
さ
れ
て
い
た
(
『飲
泳
室
合
集
』
募
集
二
、

「自
白
書
」
精
榊
教
育
者
自
由
教
育
也
、

三
五
l
三
七
頁
。
同
書
文

集
五
、
「
中
園
積
弱
湖
源
論
」
、

二
一
l
四
二
頁
な
と
)
。
顧
貨
の
聖

堂
奨
励
論
は
、
梁
の
よ
う
な
科
準
認
識
が
省
時
の
知
識
人
(
特
に
日

本
留
事
経
験
者
)
の
聞
で
相
嘗
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
護
左

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
科
怒
と
専
制
健
制
と
の
関
連
を
含
め
、

清
末
思
想
史
上
に
お
け
る
「
専
制
」
と
「
立
憲
」
を
軸
と
し
た
健
制

認
識
の
嬰
容
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎

一
『
近
代
中
図
の
知
識
人
と
文

明
』
(
東
京
大
印
字
出
版
曾
、
一
九
九
六
年
)
第
三
章
「
近
代
中
園
の

惚
制
構
想
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
乃
)

資
政
院
や
中
央
教
育
舎
で
向
学
堂
奨
励
の
撤
廃
を
主
張
し
た
人
物
の

う
ち
、
雷
帝
国

・
孟
昭
常
・
陳
敬
第

(叔
通
)
・
注
築
賓

・
楊
度
ら
は

い
ず
れ
も
日
本
留
皐
の
経
験
を
持
ち
、
立
憲
改
革
の
念
先
鋒
で
も
あ

っ
た
。
日
本
留
撃
経
験
者
の
光
緒
新
政
へ
の
参
輿
に
つ
い
て
は
、
向

小
明

『向
田
日
皐
生
輿
清
末
新
政
』
(
江
西
数
育
出
版
枇
、

二
O
O
二

年
)
に
詳
し
い
。

(河
)

賓
際
、
立
憲
改
革
と
地
方
自
治
の
進
展
に
つ
れ
て
、
開
明
的
な
紳

士
た
ち
に
と
っ
て
近
代
数
育
は
王
朝
図
家
の
跡
地
力
構
造
か
ら
脱
却
し
、

新
た
な
枇
曾
秩
序
の
構
築
を
目
指
す
手
段
と
な
り
つ
つ
あ

っ
た
。
佐

藤
仁
史
氏
に
よ
れ
ば
、
清
中木
民
闘
初
期
に
上
海
近
郊
の
陳
行
郷
で
紳

士
た
ち
に
よ
っ
て
賓
践
さ
れ
た
郷
土
数
育
事
業
は
、
梁
啓
超
が
強
調

し
た
「
合
群
」
の
概
念
を
援
用
し
、
郷
土
か
ら
牒
、
省
、
園
へ
と
同

心
困
状
に
抜
大
し
て
全
健
秩
序
を
回
復
し
て
い
く
と
い
う
構
想
を
も

っ
て
い
た
(
註

(8
)
前
掲
佐
藤
論
文
)。

ま
た
、
湖
南
省
に
お
い

て
民
立
製
堂
の
設
立
に
護
力
し
た
胡
元
佼
も
、
保
守
的
郷
紳
暦
に
代

わ
る
新
た
な
「
中
等
枇
曾
」
の
育
成
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
(
註

(
8
)
前
掲
宮
原
論
文
)
。

(
竹川
)

骨
田
時
問
中
華
堂
の
同
晶
子
生
で
あ
っ
た
葉
聖
陶
の
「
聖
陶
日
記
」
辛
亥

年
(
宣
統
三
年
)
七
月

一
二

日
及
、ひ
八
月
初
六
日
の
項
に
よ
る
。

「
辛
亥
革
命
前
後
|
|
日
記
摘
抄

〔一〕
」
「新
文
皐
史
料
』

一
九
八

一
一
一
ー
一
、
七
一

・
七
六
頁
。

(
均
)

清
末
奉
天
省
に
お
け
る
向
学
堂
設
立
の
紋
況
に
つ
い
て
阿
部
洋
氏
が

明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
島
ナ堂

・
師
範
同
学
堂

・
高
等
同
学

堂
な
ど
は
す
べ
て
省
城
な
い
し
州
・

将
械
に
創
設
さ
れ
た
官
立
の
も

の
で
あ
り
、
小
印
字
掌
の
場
合
は
州
・
豚
城
に
官
立
の
も
の
が
模
範
撃

堂
と
し
て
設
置
さ
れ
た
後
、
「
就
地
務
款
」
の
原
則
に
従

っ
て
郷
村

に
「
公
立
」
の
皐
堂

(
日
本
で
の
用
法
と
は
異
な
り
、
清
末
ま
で
は

複
数
の
紳
士
た
ち
が
義
塾

・
益
ロ
血
争
等
の
地
方
公
費
あ
る
い
は
摘
款
を

集
め
て
設
立
し
た
も
の
を
い
う
)
が
普
及
し
て
い
く
と
い
う
過
程
を

た
と
っ
て
い
る
(
註

(
6
)
阿
部
前
掲
書
第
一
章
「
清
末
に
お
け
る

拳
堂
の
設
立
と
運
営
|
|
奉
天
省
の
場
合
を
中
心
に
」
)。

こ
う
し
た

撃
堂
設
立
の
モ
デ
ル
は
他
省
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
る

が
、
紳
士
た
ち
に
よ
る
地
方
自
治
が
感
ん
な
省
で
は
公
立

・
私
立

(な
い
し
民
立
)
の
拳
堂
が
中
等
数
育
に
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
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ON THE AWARD SYSTEM FOR GRADUATES OF MODERN

　　

ＳＣＨＯＯＬＳ學堂奨励INTHE LATE QING：BETWEEN

　　　　　

THE CIVIL-EXAMINATION AND MODERN-

　　　　　　

SCHOOL SYSTEMS IN THE PERIOD OF

　　　　　　　　

THE INTRODUCTION OF THE

　　　　　　　　　

MODERN SCHOOL SYSTEM

Hayakawa Atsushi

　　

This articleclarifiesthe introduction and 皿plementation of the award system

for graduates of modem schools circa the time of the abolishment of the civileχ-

a面nations, and the processes that lead to their being criticizedwithin the court

and educational circles.It also considers the causes of the transformation of the

educational structure under the civileχamination system that linked regional socie-

ty state to the monarchial ｡

　　

The award system for modem school graduates, which provided traditional

degree titles(jinshi進士,　lｕｒｅｎ皐人,etc.) and officialposts to students whose

grades met the standard at graduation, was introduced with the aim of extending

the control function of the culture and thought behind tJiecivilexamination system

into the modem educational system. The “integration of the modem schools and

the civileχanimation system,"which would order the modem schools according to

degree titlesand testing systems just as had been done in the period of the civil

examinations, was regarded at first as ａ necessary measure by the enlightened

gentry who sought to promote modem education. It had seemed that the award

system would function ｅ伍cientlydue to this integration. However, the standardi-

zation of the modem school that was to be achieved through the system of

awards, had to depend in reality on the capacity of local o伍cials and provincial

commissioners of education who served under the provincialgovernors. Ironically,

this caused the phenomenon of people cutting back their years of education and

skipping over lower-ranking schools completely and seeking degree titlesin upper-

ranking schools. The control function of the award system for graduates of mod-

em schools grew weaker than that of the civilexamination system. ０ｎthe other

hand, within and outside the court criticism of the award system arose early on

from the view point of the spread of the national education system, and particular-

ly in the χuantong era (1909-11) the gentry, who aimed for the overthrow of de-

-

ｊ-



spotism and the establishment of constitutionalism,vehemently criticizedthe“in-

tegration of the schools and the civileχaminations”and pursued the ministry of

education to change the awards system. For the constitutionalistgentry and the

intellectualsthe abolishment of the awards system was a politicalstruggle to sepa-

rate the students from the authority of the monarchy. The rejection of the awards

system that promised individual success in the world in return for following the

moral standards designated by the state was ａ necessary outcome for those who

promoted the constitutional movement and saw the system as ａ relic of despo-

tism.

THE SYMBOLISM OF THE NUMBER THREE

　　　　

IN ANCIENT CHINESE RITUALS

Takagi Satomi

　　

The fact that the number three generally played an important function in

rituals in ancient China is derived from the contemporary worldview that saw the

universe as divided into heaven, earth, and humans. ０ｎ the basis of this belief, it

was thought that the purpose of the ritual or the aim of the practitioner would be

absolutely fulfiUed if the entire ritual process was divided into three stages, ０ｒthat

the ritual was repeated three times. Moreover, at ａ deeper level it can be seen

that that reinforced ａ consciousness of human beings as situated between heaven

and earth and of their ｅχistence being one regulated by both the supreme being in

heaven and supernatural spirits on earth. In other words, the number three was a

significant number precisely because it derived from the worldview that viewed

the umverse as composed of humans and supernatural beings. The concept spread

widely throughout society, became normative, and adapted into rituals and actions.

The concept of three regulated the lives of the people of the age.

２
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